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平成21年７月23日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

農政水産部

１．所管する公社等の現状等について

・株式会社ミヤチク

・社団法人宮崎県畜産公社

・社団法人宮崎県畜産協会

・社団法人宮崎県家畜改良事業団

・社団法人宮崎県農業振興公社

・宮崎県土地改良事業団体連合会

・財団法人宮崎県内水面振興センター

○協議事項

１．次回委員会について

２．県外調査について

３．その他

出席委員（12人）

委 員 長 丸 山 裕次郎

副 委 員 長 武 井 俊 輔

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 福 田 作 弥

委 員 星 原 透

委 員 十 屋 幸 平

委 員 河 野 安 幸

委 員 山 下 博 三

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 髙 橋 透

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（１人）

委 員 河 野 哲 也

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

農政水産部次長
緒 方 哲

（ 総 括 ）

農政水産部次長
原 川 忠 典

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
関 屋 朝 裕

（ 水 産 担 当 ）

農 政 企 画 課 長 上 杉 和 貴

地域農業推進課長 山之内 稔

連 携 推 進 室 長 山 内 年

畜 産 課 長 山 本 慎一郎

家畜防疫対策監 児 玉 州 男

部 参 事 兼
矢 方 道 雄

農 村 計 画 課 長

農 村 整 備 課 長 西 重 好

水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁 業 調 整 監 成 原 淳 一

参考人として出席した者

社団法人宮崎県農業振興公社

理 事 長 長 友 育 生

常 務 理 事 近 間 儀 博

社団法人宮崎県畜産公社

管 理 部 長 入 木 勝 文

社団法人宮崎県畜産協会

専 務 理 事 初 鹿 健 三

常 務 理 事 廉 谷 展 良

社団法人宮崎県家畜改良事業団

副 理 事 長 谷 口 保
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常務理事兼業務部長 川 田 洋 一

宮崎県土地改良事業団体連合会

常 務 理 事 黒 岩 一 夫

総 務 部 長 上 野 光 正

財団法人宮崎県内水面振興センター

理 事 長 西 田 二 朗

専 務 理 事 佐 藤 信 武

事務局職員出席者

政策調査課主査 松 下 新 一

政策調査課副主幹 福 島 久 大

○丸山委員長 ただいまから行財政改革特別委

員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）及び２枚目の

「説明の対象とする公社等について」をごらん

ください。

本日は、農政水産部から、所管する公社等の

現状等について説明を受ける予定にしておりま

すが、そのとおり取り進めてよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、前回までの委員会で福田委員及び十屋

委員より資料要求のありました、各公社等の

「役員名簿」及び「役員報酬規程」につきまし

ては、お手元に配付しておりますので、本日の

審査の参考にしていただきたいと存じます。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○丸山委員長 委員会を再開いたします。

農政水産部及び所管法人からの参考人におい

でいただいております。私は、この特別委員会

の委員長の丸山でございます。どうかよろしく

お願いいたします。

委員の紹介につきましては、時間の制約もご

ざいますので、お手元の配席表にかえさせてい

ただきます。また、農政水産部及び参考人の皆

様の紹介につきましても、資料に出席者名簿を

記載していただいておりますので、省略して結

構でございます。

本日は、農政水産部所管の公社等のうち、当

委員会が選定しました公社等について、その現

状等に関する説明をお願いいたします。午前中

は、畜産課所管の公社等に関する概要説明と

なっておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

○伊藤農政水産部長 おはようございます。農

政水産部でございます。よろしくお願いしま

す。

まずは、委員の皆様方におかれましては、日

ごろから農水産業施策の推進に御理解・御協力

をいただいておるところでございます。まず

もって、この場をおかりしまして厚くお礼を申

し上げたいと存じます。

それでは恐縮ですが、座って説明をさせてい

ただきます。

お手元の特別委員会資料２ページをお開きい

ただきたいと存じます。農政水産部の幹部職員

及び公社等役員出席者名簿を掲げておりますけ

れども、きょうは時間の関係もございますの

で、名簿でもって紹介にかえさせていただきま

す。
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次に、資料４ページ以降になりますけれど

も、委員長のほうからございました、本日は農

政水産部で所管しております７公社等について

説明をさせていただきます。

農政水産部におきましては、これまで県の公

社等改革指針に基づきまして、その役割とか必

要性の見直し、検討等を行いながら、経営の効

率化等に取り組んできたところでございます。

具体的には財団法人宮崎県漁業振興基金の解散

とか、あるいは畜産４団体の統合によります社

団法人宮崎県畜産協会の設立、さらには財団法

人宮崎県農業後継者育成基金協会と社団法人宮

崎県農業開発公社の統合によります、社団法人

宮崎県農業振興公社の設立などを実施してきた

ところでございます。今後とも引き続きまし

て、改革指針に基づきまして、公社等のあり方

の見直しや経営の効率化・自立化などに取り組

んでまいる所存でございます。委員の皆様方の

御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

なお、各公社等の概要につきましては、この

後、各担当課長のほうから御説明をさせていた

だきますので、よろしくお願いします。私のほ

うからは以上でございます。

○山本畜産課長 畜産課でございます。畜産課

からは、株式会社ミヤチク、宮崎県畜産公社、

宮崎県畜産協会、宮崎県家畜改良事業団の４団

体について御説明をさせていただきます。少し

長くなりますけれども、よろしくお願い申し上

げます。

まず、資料の４ページをお開きください。

初めに、株式会社ミヤチクの概要について御

説明をさせていただきます。

まず、１の（１）設立の目的についてでござ

います。

株式会社ミヤチクは、県が昭和46年に産地食

肉処理施設として主導的に設立いたしました

「株式会社宮崎県畜産公社」と、昭和54年に農

業団体が主体的に運営する産地食肉処理施設と

して設立されました「株式会社宮崎くみあい食

肉」が昭和56年に後者の「株式会社宮崎くみあ

い食肉」を存続会社として合併したものでござ

います。牛、豚の屠畜解体販売を効率的に行う

ことで生産や流通体制の近代化を図り、畜産ブ

ランドの推進や産地食肉処理企業として、牛、

豚の直接買い上げによりまして、物流経費等を

削減することで、農家支援等を図るなど、本県

畜産を下支えすることを目的として設立された

ものでございます。

（２）設立年月日でございます。昭和54年１

月10日でございます。昭和40年代になりまし

て、家畜の生産が飛躍的に増大したことから、

昭和46年に、先ほど申しました県の主導により

まして、都農町に食肉処理施設をつくるための

株式会社宮崎県畜産公社が設立されました。し

かし、その後、本県における牛、豚の生産が急

激に増加したことで、処理量が追いつかなく

なってまいりました。昭和54年に農業団体が主

体的に運営する高崎工場をつくるため、株式会

社宮崎くみあい食肉が設立されたところでござ

います。昭和56年には株式会社宮崎くみあい食

肉を存続会社といたしまして、株式会社宮崎県

畜産公社と合併が行われまして、平成13年には

社名を現在の株式会社ミヤチクと改めておりま

す。

（３）主な事業についてでございます。

事業につきましては、牛、豚の解体処理によ

る枝肉や部分肉の製造・販売、加工品の製造・

販売、それから飲食店、レストランの運営など

が主なものとなっております。

（４）出資総額及び県出資額についてでござ
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います。出資総額は20億1,427万円、うち県の出

資額が22.8％の４億5,910万円となっておりま

す。

次に、資料の５ページをごらんください。

（５）県出資の経緯についてでございます。

先ほども少し申し述べましたけれども、県が

主導して設立いたしました株式会社宮崎県畜産

公社につきましては、昭和46年の設立時に50％

の2,500万円を出資いたし、その後、都農工場の

着工や創業、それから施設の強化に応じて増資

をいたしまして、合計で右中ほど、２億6,410万

円を出資いたしております。一方、中ほどの農

業団体主導で設立いたしました株式会社宮崎く

みあい食肉につきましては、昭和54年の設立時

に3,000万円を出資し、その後、昭和56年の畜産

公社との合併時に、先ほど説明いたしました２

億6,410万円の出資金を譲り受けております。そ

の後、平成２年には、高崎工場が対米輸出認定

を取得いたしまして、牛肉のアメリカへの輸出

を開始いたしましたけれども、それに伴いまし

て、処理ライン施設の強化が必要となったこと

から、平成５年に１億6,500万円の増資を行って

おります。このような経過を経て、現在では一

番下でございます、出資総額が20億1,427万円、

うち県出資額が４億5,910万円となっているとこ

ろでございます。

また、畜産振興事業団、現在の農畜産業振興

機構でございますが、この出資の経緯につきま

しては、左の上段に２カ所、宮崎県畜産公社に

２回、右の下段、宮崎くみあい食肉に２回と

なっておりますが、県の出資とほぼ同じタイミ

ングで行われているところでございます。

次に、資料の６ページをお開きください。

２番の配当金額についてでございます。

（１）経常利益につきましては、平成20年度

実績で１億5,036万4,000円となっておりまし

て、対前年比42.5％となっております。

また、次の（２）のとおり、配当金はござい

ません。

最後に３の出資の見直しについてでございま

すが、出資につきましては、今後も引き続き継

続する方針でございます。その理由といたしま

して、そもそもミヤチクは株式会社の形態を

とっておりますけれども、設立の経緯でもお話

ししましたように、本県畜産業の発展を目的に

設立された公共性の高い団体でございます。高

崎工場、都農工場２カ所ございますが、国内・

県内最大規模の産地食肉処理施設として、品質

はもとより、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）など衛生

面の対応や、部分肉や加工品など多様な販売形

態の対応等に努めるとともに、県・市・町、そ

れから農畜産業振興機構などの公益的な機関か

らの出資を持つことにより、信用に裏づけられ

た国内外への高い販売力を有しておりまして、

本県畜産物のブランド化や米国・香港への牛肉

の輸出促進にも大きな貢献をしているところで

ございます。

また、出資全体の95％以上が農家支援を目的

として設立された経済連や、全農等の系統農協

や、県、市町の地方公共団体、独立行政法人農

畜産業振興機構といった公益的な団体からのも

のとなっておりますことから、過去に株主から

利益配当についての要求がございませんで、相

場低迷時などに県内畜産農家の経営支援のため

の買い支え等による利益の還元を最優先にいた

しておりまして、計上された利益につきまして

も、食肉処理施設として求められる高水準の衛

生管理や、品質を保つための設備投資、また、

家畜伝染病発生時等の非常時の対応などに備え

ているところでございます。
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このように、株式会社ミヤチクは、肉畜の生

産基盤の強化から食肉の流通・加工・販売まで

の一貫した産地体制の形成に主体的な役割を

担っておりまして、本県畜産を振興する上で必

要不可欠な機能を有していると考えておりま

す。県といたしましても、出資団体であります

系統農協や市町、農畜産業振興機構等と一体と

なりまして出資を継続し、引き続きこれらの機

能を維持強化していくことが必要と考えており

ます。ミヤチクについては以上でございます。

引き続き資料の７ページをお開きください。

宮崎県畜産公社について御説明をさせていた

だきます。

（１）まず、設立の目的についてでございま

す。畜産公社は、県内酪農家からの預託により

まして、乳用雌子牛の保育、育成を行うととも

に、肉用牛の産肉能力検定等を行うことにより

まして、酪農の経営安定や規模拡大を支援する

とともに、本県肉用牛の改良促進に貢献するこ

とにより、本県畜産の振興に寄与することを目

的に設立された法人でございます。

（２）設立年月日についてでございます。畜

産公社は、昭和43年に乳用牛の保育・育成業務

を柱に、社団法人霧島地域酪農開発公社として

発足をいたしております。その後、昭和53年３

月には事業区域を霧島区域から県下一円に拡大

したことから、社団法人宮崎県酪農公社に名称

を変更いたしまして、さらに平成13年には、肉

用牛事業を実施していることもありまして、現

在の社団法人宮崎県畜産公社に名称を変更いた

しております。

（３）出資総額でございます。１億6,058万円

でございます。うち8,000万円を県が出資いたし

ておりまして、県の出資割合は49.82％となって

おります。

（４）出資者一覧についてでございます。出

資者につきましては、県のほか21の市、町と経

済連及び12のＪＡとなっておりまして、現在35

の会員数となっております。

（５）県出資の経緯についてでございます。

設立当初は県として出資はしておりませんでし

たが、当初から酪農家からの乳用子牛の預託頭

数が計画どおりに確保できない状況等が生じま

して、赤字決算が続き、昭和46年度末には累積

欠損金が出資額を大きく超える状況となり、経

営基盤の強化が急務となったことから、県にも

出資による参加を求められたために、県といた

しましては、基本財産の強化を図ることが必要

との判断から、昭和48年に6,000万円の出資を行

い、他の会員の増資5,100万円と合わせまして、

出資総額１億2,100万円となったところでござい

ます。

資料の８ページをお開きください。

昭和53年３月には、宮崎県酪農公社として名

称変更いたしまして、事業区域をこれまでの霧

島地域から県下一円に拡大いたしまして、県全

体の酪農振興組織として位置づけられたことに

よりまして、昭和55年から57年にかけて、県

の2,000万円と区域拡大に伴う関係市町村と農協

の新会員出資分3,979万円合わせまして、出資総

額は１億6,079万円となったところでございま

す。その後、平成18年に日南市酪農協が解散し

たということで出資金の払い戻しをしておりま

して、現在の出資金総額は１億6,058万円となっ

ております。

２の組織についてでございます。

（１）組織体制につきましては、役員は13名

でございます。理事長が経済連の副会長、副理

事長に県の農政水産部長と都城市長がいずれも

非常勤という形で就任をいたしております。ま
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た、常勤の常務理事につきましては、現在不在

となっております。職員につきましては、正職

員10名となっております。

（２）常勤役員の年収額についてでありま

す。平成20年度の役員報酬は400万円となってお

りまして、金額につきましては、総会で決定し

ております。

次に、資料の９ページをごらんください。

３番、事業の概要でございます。

（１）県からの財政支出の状況についてでご

ざいます。平成20年度の県から畜産公社への財

政支出の状況につきましては、記載のとおりで

ございますが、委託料、補助金、それから貸付

金から成っておりまして、その中で一番下にご

ざいます宮崎県畜産公社強化育成事業は、畜産

公社の運営資金を毎年１年間、短期の貸し付け

を行っているものでございます。

（２）平成20年度事業の実績でございます。

①委託事業といたしまして、雌雄を判別した

受精卵を活用して優秀な乳用牛を作出する事業

のうち、受精卵を提供する側、いわゆる供卵牛

と申しますが、供卵牛の飼養管理業務に1,519

万2,000円を、それから、②補助事業といたしま

して、乳用子牛の保育育成経費に係る酪農家負

担の分、それから施設使用料、預託牛に黒毛和

種の受精卵を移植するための採卵経費、県の肉

用牛種雄牛造成のための産肉能力検定に対しま

して、計2,625万7,000円の補助を行っておりま

す。また、③畜産公社の独自事業といたしまし

て、搾乳事業ほか記載の事業を実施いたしてお

ります。

次に、10ページをお開きください。

４．財務の状況についてでございます。

まず、貸借対照表でございます。左側の資産

の部につきましては、流動資産と固定資産の合

計で５億2,951万円余となっております。右側、

負債の部につきましては、流動負債と固定負債

の合計で、記載しておりませんけれども、５

億542万円余となっておりまして、そこに書いて

おります右の下から２番目、差引純資産

は、2,408万円余となっております。詳細につき

ましては、ごらんいただきたいと存じます。

11ページをごらんください。

平成20年度の総合損益実績書でございます。

収入につきましては、預託頭数の減少による

預託料の減や、枝肉相場の低下などによる収入

の減少がありまして、中ほどの収入の合計は、

計画よりも約4,000万円少ない３億3,540万円で

ございます。一方、下のほうの費用につきまし

ては、配合飼料価格の高騰がございましたけれ

ども、飼養頭数が少なかったことなどによりま

して、ほぼ計画どおりの合計３億7,952万円余と

なります。差し引きの当期利益は、4,409万円余

の赤字決算となったところでございます。

資料の12ページをごらんください。

５．公社等改革の状況についてでございま

す。（１）これまでの取り組み等についてでご

ざいます。昭和56年度末に、最大２億2,000万円

あった累積欠損金でございますが、各種の事業

や経営改善を実施した結果、漸減をいたしまし

て、平成19年度末には約9,240万円となっており

ます。

しかしながら、先ほど御説明いたしましたよ

うに、配合飼料価格高騰等に伴います預託頭数

の減少や、子牛並びに枝肉価格の下落の影響等

によりまして、平成20年度が赤字決算となり、

累積欠損金が再び１億円を超える見込みとなり

ましたことから、平成20年11月に「畜産公社方

向性検討委員会」を設置いたしまして、ことし

の３月まで審議を重ねて、将来の清算に向けた
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収支の改善並びに事業の整理等について、理事

会において十分検討するようにとの答申を受け

たところでございます。

（２）今後の方向性につきましては、答申を

受けまして、21年度に今後の方向性について、

具体的に検討中でございまして、県といたしま

しては、酪農家のニーズでありますとか、市、

町並びにＪＡ等、出資会員等の対応を総合的に

勘案いたしまして、その対応を検討することと

いたしております。

畜産公社の概要につきましては、以上でござ

います。

次に、資料13ページをお開きください。

宮崎県畜産協会の概要についてでございま

す。

まず、（１）設立目的についてでございま

す。本協会は、良質な畜産物の生産及び流通、

家畜・畜産物の価格安定、それから家畜衛生、

畜産経営の安定に努め、本県の畜産の振興に寄

与することを目的に設立されたところでござい

ます。

（２）設立年月日についてでございます。畜

産協会は、畜産団体の業務の効率化等を図るこ

とを目的に、表にありますように、社団法人宮

崎県畜産会を存続団体といたしまして、社団法

人宮崎県肉用子牛価格安定基金協会など３団体

を解散いたしまして、平成18年10月１日に設立

されたところでございます。

（３）出資総額についてであります。畜産協

会は、統合前の旧４団体の事業を継承した関係

上、統合前の団体の出資金はそのまま引き継が

れておりまして、出資総額は10億872万円となっ

ております。このうち県の出資金は１億8,285

万8,000円で、18.1％の出資比率となっておりま

す。

資料の14ページをお開きください。

出資者一覧についてでございます。出資者に

つきましては、県のほか、県経済連などの14の

県域団体、18の農協、23の民間会社、28の市町

村が出資いたしておりまして、出資団体は合

計84団体となっております。

県出資の経緯につきましては、県といたしま

しては、旧４法人の業務でありました「畜産農

家の経営指導」、「畜産物価格安定対策」、

「家畜衛生対策」などの事業を行うために、各

団体に対しまして出資を行ってまいりましたけ

れども、先ほど申しました平成18年の組織統合

時に各団体の設立目的とその業務を、現在の宮

崎県畜産協会として統合したことによりまし

て、現在も継続して出資をしているところでご

ざいます。

15ページをごらんください。

組織体制でございます。役員につきまして

は、会長以下28名でございまして、副会長に非

常勤で県の農政水産部長が、また常勤役員は県

ＯＢの２名となっております。職員につきまし

ては、４部６課体制で職員数は29名となってお

り、このうち県派遣が３名となっております。

常勤役員の報酬額についてであります。平

成20年度１人当たりの役員報酬につきまして

は、406万円となっており、これにつきまして

は、総会でその金額を決定いたしております。

16ページをお開きください。事業の概要でご

ざいます。

（１）県からの財政支出の状況についてでご

ざいます。平成20年度は委託料・補助金を合わ

せまして県からの財政支出は総額で２億6,603

万4,000円でございます。

（２）事業の実績でございます。先ほどの

（１）とも連動いたしますけれども、委託料に
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つきましては、経営技術指導や飼養管理改善指

導などに2,719万2,000円、補助金は肉豚・肉用

牛の価格差補てんや家畜衛生対策、ハマユウポ

ーク生産・振興対策などに２億3,884万2,000円

となっております。

17ページをごらんください。

４番、財務の状況についてでございます。貸

借対照表でございます。表の左下、資産の合計

は、102億5,981万4,000円余になっております。

下から２段目、正味財産合計につきまして

は、21億5,880万8,000円余となっております。

それから、（２）正味財産増減損益計算書で

ございます。（１）の経常収益から経常費用を

差し引きました経常収支につきましては、3,553

万6,000円余となっておりまして、その下、２の

（１）経常外費用490万6,000円余を差し引きま

したいわゆる当期利益であります当期一般正味

財産が3,063万円余とプラスにはなっておりま

す。

次に、資料の18ページをお開きください。

公社等改革の状況についてでございます。こ

れまでの取り組み等につきましては、畜産関係

につきましては、関係団体が非常に多くて効率

化が求められていたこともありまして、畜産関

係団体の統廃合を検討するために、平成16年に

畜産団体再編推進協議会を設置いたしまして、

団体の再編について関係機関団体と一体となっ

て協議を行ってきたところでございます。その

結果、平成18年10月１日に、これまで説明を

行ってまいりました４団体を再編統合し、現在

の社団法人宮崎県畜産協会を新法人として設立

したところでございます。また、新法人設立に

当たりましては、単に事務所の統廃合ではなく

て、事務の効率化や人員の見直し等を行いまし

て、特に人員につきましては、職員の補充を行

わずに、旧団体で42名おりました職員は現在で

は32名となっており、人件費を含めた経費の削

減に努めたところでございます。

また、畜産協会におきましては、「畜産農家

の経営指導」を初め、「畜産物価格安定対策」

や「家畜衛生対策」などを実施している公益性

の高い法人でありますので、新公益法人として

移行認定を受けるべく、平成19年度より、新公

益法人会計基準に沿った会計システムの導入を

いたしまして、会計の一本化を図ったところで

ございます。

最後に、（２）今後の方向性についてでござ

います。現在、平成23年度の新公益法人として

の認定申請に向けまして、税理士などの専門家

との協議を行っているところでございます。ま

た、近年の厳しい畜産情勢の中、協会の総合的

な畜産経営支援組織としての役割を踏まえまし

て、今後とも、業務内容や組織体制の効率化に

努めまして、県の人的関与のあり方につきまし

ても、検討を行っていくこととしております。

畜産協会については以上でございます。

19ページをお開きください。

最後になりますが、宮崎県家畜改良事業団の

概要についてでございます。

まず、設立の目的についてでございます。社

団法人宮崎県家畜改良事業団は、本県肉用牛の

改良と増殖を促進するために、事業団みずから

が種雄牛を繋養いたしまして、家畜人工授精用

の凍結精液の計画的な製造を含めた需給管理

や、本県和牛種雄牛造成のための産肉能力検定

等の推進を行うことを目的として設立された法

人でございます。

（２）設立年月日についてでございます。設

立は昭和44年９月に前身の社団法人宮崎県家畜

改良協会が設立され、その後、昭和48年３月に
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現在の社団法人宮崎県家畜改良事業団として改

組しております。

出資総額につきましては、9,800万円で、うち

県の出資額が4,000万円となっておりまして、出

資割合は40.8％でございます。

出資者一覧でございます。出資者は県内の各

ＪＡ（農業協同組合）を初め、畜産関係団体18

団体となっております。

資料の20ページをお開きください。

県出資の経緯についてでございます。昭和40

年当時、肉用牛の種雄牛、いわゆる種牛は、県

内の各地域に配置された種雄牛管理協会によ

り、地域ごとに繋養され、精液の製造、配布が

なされていたところでございます。その後、凍

結精液が全面利用されるなどの家畜人工授精の

技術の進歩を背景といたしまして、検定事業等

の強化により、産肉性と肉質のすぐれた宮崎牛

の造成に加えまして、種雄牛管理の経営の合理

化あるいは効率的な改良を促進いたしまして、

畜産経営における生産費の低減や肉用牛の安定

的な発展と生産振興を図るために、県が昭和47

年に県一本化による種雄牛経営組織の整備計画

を作成したところでございます。その後、県の

主導によりまして、各郡市の種雄牛管理協会を

発展的に解消いたしまして、種雄牛を県有牛と

して買い上げ、その飼養管理と凍結精液の製

造、需給管理を行うことを目的に、昭和48年３

月31日に社団法人宮崎県家畜改良事業団を設立

いたしまして、県内種雄牛の集中管理の体制が

整備されたところでありまして、設立時から計

３度の出資をいたしまして、現在まで継続して

いるところでございます。

次に、２．組織についてでございます。役員

につきましては、23名で、このうち常勤役員は

２名でありまして、うち、県ＯＢが１名となっ

ております。職員につきましては、１部３課体

制で職員数は24名となっております。

資料21ページをごらんください。

常勤役員の年収額でございます。ここで大変申

しわけございませんが、額の訂正をお願い申し

上げたいと思います。１人当たり609万7,000円

となっておりますが、これを513万5,000円の訂

正方をお願いいたします。常勤役員の年収額

は、１人当たり513万5,000円となっておりま

す。

３番、事業の概要でございます。県からの財

政支出の状況につきましては、平成20年度は委

託料、補助金を合わせまして、県からの財政支

出は、総額で１億1,090万3,000円となっており

ます。うち、上から３つ目の肉用牛産肉能力検

定促進事業の1,330万円につきましては、事業団

を経由して、県内各地域の農協等へ支出される

ものでございます。

（２）平成20年度の事業実績についてであり

ます。委託料につきましては、種雄牛候補牛の

産肉能力検定や飼養管理に対する経費といたし

まして7,998万6,000円を、補助金につきまして

は、種雄牛候補牛の交配に係ります経費や、産

子の肥育経費への助成など、3,091万7,000円と

なっております。

資料の22ページをお開きください。財務の状

況についてでございます。

まず、貸借対照表でございます。左の一番

下、資産合計につきましては、８億8,1 0 6

万9,000円余となっておりまして、右側、負債の

部の合計、これも記載はありませんけれども、

３億1,454万6,000円となっておりまして、出資

金や繰越剰余金、当期利益金を含めました純資

産額は、下段から２番目、５億6,652万3,000円

余となっております。詳細につきましては、ご
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らんいただきたいと存じます。

資料23ページをごらんください。損益計算書

でございます。事業団の業務の中心であります

凍結精液の売上高につきましては、左側の一番

上、３億6,362万円余となっておりまして、事業

収益全体の約58％となっております。また、

表、右下から３番目の経常損益でございます

が、2,462万1,000円となっておりまして、法人

税等の充当額を差し引き、当期利益は1,044

万2,000円余となっております。

資料24ページをお開きください。公社等改革

の状況についてでございます。これまでの取り

組み等については、組織改革につきましては、

平成19年度から公益法人制度改革についての説

明会の参加や、他県の類似団体等との情報収集

を行っておりまして、新公益法人への移行に向

けた内部検討を行っているところでございま

す。

今後の方向性につきましては、家畜改良事業

団は、県の肉用牛改良・増殖の中心的な組織で

ございまして、これまで優秀種雄牛の作出や、

凍結精液ストローを製造譲渡することで、県内

畜産農家の経営安定や、宮崎牛ブランドの確立

に向けまして、公益性の高い業務を行ってまい

りました。今後、公益法人制度改革に沿った組

織体制や会計システムの見直しを行いますとと

もに、経営改善計画の中で家畜改良事業団が畜

産農家の経営安定に果たす役割の検証でありま

すとか、現在の財務状況等を踏まえました県の

財政関与のあり方、凍結精液ストローの需給体

制等について検討を進めていくこととしており

ます。家畜改良事業団の概要につきましては以

上でございます。

畜産課の説明は以上で終わらせていただきま

す。ありがとうございました。

○丸山委員長 説明は終わりました。質疑等が

ありましたら、御発言をお願いいたします。な

お、１法人ずつ質疑を進めたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。

まず、株式会社ミヤチクについての質疑等を

お願いいたします。

○井上委員 １つだけちょっとお尋ねしたいの

ですが、このミヤチクの競争相手、民間の競争

相手といったらどこなんですか。ないんです

か。ミヤチクが１本ですか。

○山本畜産課長 ミヤチクの競争相手というこ

とになりますと、畜産業界、かなりいろんな企

業とか会社等もございますので、大手といいま

すと、例えば、いろんな大手の食肉関係の企業

等もございますので、そういったところは、あ

る意味ライバルでもありますし、ある意味、一

緒に仕事をしていく部分もちょっとありますけ

れども、食肉業界全体でいろんな企業等が競争

相手にはなろうかと思います。

○井上委員 ちょっとよくわからなかったんだ

けど、競争相手という会社と言われるようなと

ころは、非常に県内に多いということですか。

何社ぐらいあるというふうに言ったらいいんで

すか。

○山本畜産課長 県内で競争相手と言われます

と、なかなか具体的にちょっと難しいところで

すけれども、基本的にはかなり宮崎県内の今肉

用牛の約半分、それから豚の約４割ぐらいをこ

のミヤチクの２つの工場で処理をいたしまし

て、その処理とあわせて食肉の販売、それと加

工品の製造、そういったことをかなり主体的に

やっている企業でございますので、同じような

性格の企業ということになりますと、ほかには

大きなところはないということでございます。

○井上委員 ないのね。結局ね。
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○武井副委員長 伺いますが、今直営のステー

キ店舗なんかはいろいろと展開をしていらっ

しゃって、非常に評判もいいかと思うのです

が、そういった民業との関係もあるかと思うの

ですが、今東京、福岡、あと宮崎が２店舗ぐら

いかと思うのですが、直営でこういった店舗、

飲食店の拡大化は、今後どういうふうな、今後

もどんどん広げていくということなのか。現状

が一定程度と、現状で終わりということなの

か、そのあたりの今後の方針みたいなことにつ

いてお聞かせください。

○山本畜産課長 今お話のように、レストラン

関係、飲食店が６店舗ございます。県内に４店

舗、それから東京の銀座ミヤチク、それから昨

年は博多にミヤチクレストランを立ち上げてお

ります。今、なかなか食肉の外食産業等、不景

気の中で非常に厳しい状況にありますけれど

も、おかげさまで今、ミヤチクそのものはレス

トラン経営については、非常に順調に推移いた

しております。ただ、昨年立ち上げました博多

につきましては、当初やはり知名度がなかった

り、いろんな条件が悪かったということもあり

まして、苦戦をいたしておりましたけれども、

今少し順調になってきておるところでございま

すが、今後のいろんな経済動向と申しますか、

そういったことも見ながら、今後の展開という

のは考えていくことなります。あるいは具体的

に次にどこという計画があるというふうには聞

いておりませんけれども、こういった店舗を出

すことで、宮崎牛という一つのブランドイメー

ジの定着化に向けて大きな貢献をしていただい

ていると思っておりますので、今後も引き続き

そういった計画があれば、私どももいろんな意

味でまた支援をしていきたいと考えておりま

す。

○武井副委員長 レストラン事業自体は、現在

では、部門としては黒字であるということでよ

ろしいですか。

○山本畜産課長 既存店舗全体では売り上げと

か総利益におきまして、計画あるいは前年を達

成することができたというふうに書いてござい

ますので、黒字経営というか、計画どおりの達

成ができているというふうに考えております。

○鳥飼委員 関連してお尋ねしますが、県内で

したら観光ホテルの中と一ツ葉、それしか私は

思い浮かばないんですが、これまで宮崎ブラン

ド、宮崎牛のお店ということで、民間のレスト

ランが県の支援、そういうこともありながら頑

張ってきたという経緯があると思うのですけ

ど、直営店ができたことで、現状非常に競争が

厳しくなるし、ミヤチクのほうが直営ですか

ら、安く入るということで、民間のレストラン

から我々のほうの今までの努力はどうしてくれ

るんだというふうな声は聞いておられません

か。

○山本畜産課長 直接的にはそういった声も聞

いておりませんし、ある意味、ミヤチクレスト

ランの場合は、宮崎牛ブランドのステータス的

な存在であろうというふうに位置づけておりま

すし、現在、県内のレストラン、指定店もござ

いますけれども、そういったところに直接的な

影響があるというふうには考えておりません。

○鳥飼委員 私聞いているんですよ、実は。１

代目、２代目と世代交代もあるんですけれど

も、せっかくだからやろうということで、２代

目も継続してやるような状況になって、それで

ミヤチクの、私も時々行ってスタンプカードで

１回もらいましたけれども、利用はさせていた

だいとるんですが、やはりそういう直営店がで

きたら勝てないと言うんですね。生き残れない
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というような声を私直接聞いているんです。そ

ういう声を聞いて、山本課長は聞いておられな

いということですが、届いていないのはどうか

なと思うのですよ。私、これまで宮崎牛ブラン

ドを売る店ということで今一生懸命頑張ってき

たところが、そういふうにしてあえいでいると

いうことは、ぜひこれを救っていってもらいた

いなと思っております。

○山本畜産課長 ちょっと私のほうが認識がな

いといえばそれまでなんですけれども、おっ

しゃったことも含めて、今後の店舗展開という

か、そういったところにもつなげていきたいと

思います。それに今、非常に景気の低迷で、外

食産業全体が非常に厳しい状況にございまし

て、そういった中で、そういう状況もあるのか

なと思っておりますので、またミヤチクあたり

にもその辺の話は伝えたいと思っております。

ありがとうございます。

○鳥飼委員 ミヤチクからも来ておられますの

で、ぜひそういう声もあるということを受けと

めておいていただければと思います。やはり宮

崎県としても、宮崎ブランドの店ということで

つくってこれまで売り出してきたという責任も

一つあるわけですから、そういう声も出ている

ということでしっかり受けとめていただきたい

ということで、これは要望に変えておきたいと

思います。

○福田委員 先ほどの説明で、ほぼ畜産公社か

らミヤチクまでの経過が説明されたと思います

が、私は、県行政が関与した畜産行政の中では

最も成功した事例かなと、こういうふうにかつ

て私も役員をやっておりましたから感じておる

わけでありますが。結論は、引き続き現状を維

持したいということでありますから、私はこれ

でいいと思うのですが、いろんな誤解等も出る

んですよね。例えば、宮崎牛の産地でありなが

ら、県内で宮崎牛が食べられないということ

で、当初はしぶしぶアンテナショップで、橘通

りの西村の地下に１カ所スタートして、それか

ら一ツ葉に持っていって、銀座、そして宮観に

出したんですが、数億単位の投資が要るんです

ね。大変なんですけど、しかし、ブランドづく

りには必要だということでやってきた経過があ

ると思います。これがのべつまくなしになりま

すと、鳥飼委員の御指摘のようなことになると

思いますが、それはないと思いますが、かつて

この畜産公社を設立して大赤字を出して、大変

な事態で新たな展開を図ったことを思います

と、私は、このミヤチクについては、名称を３

回変わってますけど、成功事例の一つかなとい

うことで、先ほど説明を聞いておりました。引

き続き頑張っていただきたいと、このように考

えております。

○徳重委員 大変な事業をしていただいている

んですが、従業員数は総数どれぐらいいらっ

しゃるんですか。

○山本畜産課長 平成20年の時点で616名でござ

います。男性が430名、女性が186名となってお

ります。前年に比べますと27名ふえている状況

でございます。

○徳重委員 雇用の問題が今非常に大きな問題

になっているわけですから、ここでリストラと

いうか、事業としては順調にいっていると思う

のですけれども、ふやしていくとか増員の計画

はあるものでしょうか。

○山本畜産課長 申しわけありません。増員の

計画ですか。

○徳重委員 従業員をふやしていって、事業を

伸ばしていくというような計画はあるのかどう

か。
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○山本畜産課長 事業自体はこれからまた大き

くというか、展開していく状況に今現在はあり

ませんけれども、現状維持あるいはもう少し状

況を見ながら、やっていく方向かなと思ってお

りますけれども、従業員も先ほど申し上げまし

たように、一昨年に比べますと27名ほどふえて

おりますので、企業としては、非常に健全経営

をしながら、雇用についても大きく貢献をして

いるというふうに理解をいたしております。

○徳重委員 計画的な増員計画あるいは事業拡

大計画というのは、今のところないという理解

でいいですか。どの部分をふやすとか。

○山本畜産課長 牛肉の製造部門につきまして

は、牛の頭数あたりも今のところまだ急激にふ

えるような状況にありませんし、今後、特に加

工部門、今、「農村協働工舎」というちょっと

ミヤチクの中でまた新たなブランドをつくっ

て、加工品等の商品もいろいろと出しておりま

すので、そういったところについては、今後、

力点を置いていくというふうな話でございま

す。

○星原委員 今、加工ということで、ミヤチク

の場合、加工なんですが、宮崎県としてこれか

らの宮崎県が生きる道はどうしても生産できる

素材を持っているわけですから、そういったも

のを加工する工場というのをぜひやっぱりふや

していく必要があると思っているんですね。だ

から、牛でも豚でも先ほどの説明では、県内生

産の50％ぐらいだと。それをやはり伸ばしてい

く形にしないと、宮崎の農家の人たちの収入を

ふやすには、加工で付加価値をつけて、そして

農家にも還元していくような形に変える方法を

とっていくべきじゃないかなと思うのですよ。

やはり、今言いましたように、せっかく自分た

ちでつくった財産をどこかにそのまま、素材の

まま持っていけば、だれかがそこに付加価値を

つけているわけですから、やはりそういう意味

でも、少しいろんな事業予算あるんでしょうけ

れども、補助金とかいろんな予算を私は組んで

でも、加工に力を入れる体制、そいう形にぜひ

取り組んでいただきたいというふうに思います

ので、そういう面の力を入れる方向で、県も一

緒になって取り組むべきじゃないかなというふ

うに思いますので、ぜひそういう形での取り組

みをお願いしたいと思います。

○山本畜産課長 先ほど申しましたように、加

工部門につきましては、一つのブランドもつ

くっておりまして、ギフト製品でありますと

か、そういったネットショップを充実したいと

いうふうなことで、今ミヤチクのほうも努力い

たしておりますので、委員がおっしゃったよう

な形でぜひ努力をしていきたいと思っておりま

す。ありがとうございました。

○山下委員 このミヤチクの決算年月は３月で

すか。決算の年度締めというのは３月でいいん

ですか。

○山本畜産課長 ３月末でございます。

○山下委員 経常利益で１億5,000万出しておら

れるのですが、同期比で42％ということは半分

以下ですよね。主なその理由というのは何だと

思いますか。

○山本畜産課長 先ほどから申し上げておりま

すように、やはり景気の低迷ということがかな

り大きな影響を与えておりまして、特に高級牛

肉が今売れ行きが悪いということで、それが非

常に大きな苦戦の要因でございます。豚肉につ

きましても、昨年の秋以降、非常に出荷頭数が

ふえて豚価が下がっているということで、また

加えまして安い輸入豚肉が入ってきているとい

うようなこともございまして、全体的には収益
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のほうに影響を与えまして、このような数字と

なったところでございます。

○山下委員 今、和牛の肥育農家も大変な状況

なんですが、今までこれだけ積み上げてきた実

績の中で、やはり少しでも農家に対しての支援

措置と申しますか、その辺のことは対策という

のは検討されたことがあるんですかね。

○山本畜産課長 先ほどもちょっと申し上げま

したけれども、ミヤチクにつきましては、今の

ように非常に畜産物の価格が低迷しているとき

に、いわゆる買い支えと申しますか、通常より

も高値で価格設定をいたしまして、畜産農家、

特に養豚農家、肉用牛農家の牛の買い価格を上

げて購入しているということで、例えば、昨年

でいいますと、豚の買い入れ金額が通常よりも

上期が27円、それから、下期も23円高く、これ

はキロ当たりですけれども、買い上げをいたし

ておりまして、その金額だけでも２億4,000万程

度になります。これにまた牛を加えますと、さ

らに大きな金額になっておりますので、非常に

畜産経営に大きな役割を果たす会社であるとい

うふうに私ども認識をいたしております。

○山下委員 ぜひ系統利用されている農家の皆

さん方のここが踏ん張りどころですから、ぜひ

支援策を続けていただくとありがたいと思いま

す。

それともう１点、もう何年になるんでしょ

う、20年ぐらいになるんですかね。米国の輸出

向けがスタートして、大変今、中国関係のほう

にも輸出をされているようなんですが、その海

外輸出の貢献度というのをちょっと教えていた

だきたいのですが。

○山本畜産課長 輸出につきましては、対米が

平成２年から、対香港が平成６年から、それか

ら、対シンガポールも平成11年から始めており

まして、一時、平成12年の口蹄疫でありますと

かＢＳＥの発生によりまして、現在、一時輸出

の禁止等がありましてとまっておりましたけれ

ども、対米につきましては、平成18年に再開を

いたしておりますし、対香港につきましても、

平成19年から輸出が再開をいたしております。

また、宮崎県では輸出をいたしておりませんけ

れども、対シンガポールにつきましても、つい

先般、輸出ができるような状況になりましたの

で、今後、対シンガポールというところも視野

に向けてやっていきたいと思っております。現

在までに途中輸出ができない状況もございまし

たけれども、平成20年度末で112トンがそれぞれ

対米、対香港、対シンガポールということで輸

出されております。まだまだ量的にはそんなに

大きな量でありませんけれども、今各県ともい

ろんな経済状況の中で、海外に向けて輸出戦略

を立てておりまして、ある意味、産地間競争と

いうようなことで非常に激化もいたしておりま

すけれども、やはり宮崎牛ブランドを今後と

も、国内はもちろんですけれども、海外に向け

ても大きく発信していく大きな足がかりになる

のではないかと考えております。また、この海

外向けの輸出ということで、やはり衛生的な、

輸出認定工場というのは非常に衛生基準が厳し

いということがございますので、こういった衛

生基準をクリアした工場で生産されている牛肉

ということで、海外輸出はもとよりですけれど

も、国内にもそういった意味での販売戦略と申

しますか、ＰＲと申しますか、そういったもの

を積極的に売っていきたいというふうに考えて

おります。

○丸山委員長 ちょっとお伺いしたいのですけ

れども、資料５ページに書いてあります出資の

ことなんですけれども、農畜産業振興機構とい
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うのがあるんですが、ここには県のほうからは

出資金は入っていないのか、それをお伺いした

いと思います。

○山本畜産課長 畜産振興事業団、いわゆる今

の農畜産業振興機構でございますが、このこと

でございますか。恐らくしてないと思います。

ちょっとそれは確認をさせていただきます。

○丸山委員長 ６ページのほうに、配当金はな

く、買い支えということなんですが、ちなみに

どれぐらい今の配当しない分、利益がことしも

昨年も１億5,000万あるんですが、積立金みたい

なものがあるのかないのか、どれぐらいあるの

かということをお伺いしたいと思います。

○山本畜産課長 積立金につきましては、昨年

度末で、内部留保という形で積み立てておりま

して、今、17億5,500万円ほど積み立てをいたし

ております。なお、これにつきましては、さま

ざまな施設改修とか設備投資、こういったもの

に備えるために内部留保いたしてございます。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、畜産公社に移りま

す。質疑がある方はよろしくお願いします。

○福田委員 霧島酪農公社でスタートしたんで

すが、今、名前がミヤチクの前身の会社と同じ

名前になっていましたから、勘違いをしたんで

すが、設立当初から非常に苦慮した団体なんで

すが、最後の今後の方向性について、かなり検

討委員会の答申を受けてのことと思いますが、

踏み込んで書いてありますが、どういう方向

で、今酪農家もかなり減少しておりますし、そ

れと、これは酪農専門ですよね。他県に行きま

すと、今北海道が同じでいい例でありますが、

酪農家が一方で和牛も兼ねて経営してやってい

るということですから、その両方組み合わせて

やる方向もあると思います。特に受精卵の問題

で。私どもは、先般、問題が発生した後、現地

調査を北海道に15名の議員でやったんですが、

受精卵移植等については、本県ではまだ試験研

究機関・団体等が主流ですけど、北海道ではも

う生産者団体が幅広くこの受精卵技術を利用し

て、もう完全なコマーシャルベースになってい

るということを現地に調査してわかったわけで

ありますが、そういうことを考えますと、改革

で生産も大事と思いますが、せっかくこういう

団体をつくってきてそういうことをやってい

らっしゃるんですから、そういう新たな事業を

付加する方法も一つの改革の方向かなと考えま

した。特に北海道のすごさというのは、Ｆ１牛

を利用して、母体にして受精卵を移植し、和牛

子牛の生産コストを引き下げている。母牛のコ

スト比較の説明をしてくれましたが、大体５分

の１ぐらい、優秀雌牛が高いときは70万台でし

た。それを15万ぐらいのＦ１牛で受精卵移植を

もって代替する、こういうこともやっていまし

たから、その辺もあわせて検討される時期かな

と。これ設立時からずっと苦労に苦労を重ねて

きた組織ですから、私もずっと見てきました

が、私は酪農家ではありませんが、大変だなと

思ったんです。何か御意見があれば。

○山本畜産課長 御案内のとおり、設立当初か

らいろいろ事業が計画どおり進まないこともご

ざいまして、非常に累積欠損金がふえておりま

して、先ほどちょっと御説明いたしましたけれ

ども、一昨年度までは順調に累積欠損金も減少

いたしておりましたけれども、昨年配合飼料価

格でありますとか、肉用肥育牛の売却あたりが

なかなかうまくいかないということで、赤字が

かなりふえたということで、先ほど委員のほう

からありましたように、方向性検討委員会の設
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置に至ったところでございます。一応中身とい

たしましては、将来の清算に向けた収支の改善

並びに事業の整理ということで、検討するよう

にというようなことを受けております。清算と

いうことになりますと、すべてなくなってしま

うような印象がございますけれども、基本的に

預託事業、乳用子牛の預託事業というのは非常

に酪農家にとりましても、労力の軽減等を含め

まして、非常に大きな大事な事業でございま

す。ただ、そうはいいましても、今非常に酪農

経営が厳しいという状況もございまして、預託

が非常に激減に近い形で減っている状況がござ

います。この部分がなかなか採算的に非常に厳

しいところもございます。肥育事業につきまし

ては、先ほど申しましたように、社会動向にも

非常に影響されるということもございまして、

ここにつきましては、今後、どうしていくかと

いうことは検討課題だろうと思います。

それから、委員おっしゃったように、受精卵

事業につきましても、今、畜産公社につきまし

ても、乳牛、それから和牛の供卵牛を繋養いた

しまして、県とも一体となって受精卵の採卵等

も行っております。技術の蓄積等もございます

ので、おっしゃるように、受精卵移植の活用と

いうのも、畜産公社の今後の方向性の１つかな

というふうに考えております。今後は、一応関

係する出資団体が今35ございますけれども、出

資団体がそれぞれ今後どうしていくかというこ

とで、中にはほとんど市町村とか農協で酪農家

がいらっしゃらない地域もあるもんですから、

そういった地域の方々も今後、畜産公社の経営

に参画をしていかれるのかどうか、そういった

ことを含めて、今それぞれの出資団体で検討を

いただいておるところでございます。委員おっ

しゃったように、酪農家の預託事業に対するニ

ーズがどの程度今後もあるものか、それか酪農

事業、酪農経営に対してどういったものが今後

我々行政としてできるのか、そういったことを

含めまして今後検討していきたいというふうに

考えております。

○十屋委員 大変厳しいというので、累積もま

たふえたと。それで１つお聞きしたいのは、畜

産県の鹿児島とかほかの他県のこういう公社と

いうものがどういう形になっているのかという

のをちょっとお話を聞かせていただきたいので

すけれども。

○山本畜産課長 私も詳細には存じませんけれ

ども、各県でいろんな形態のこういった保育育

成の牧場というのがあります。県内にもかつて

は数カ所、市町村単位でやっておられるところ

もありましたし、現在でも小林市が中心となっ

て、今公共育成牧場を持っております。それか

ら他県、熊本県あたりでも民間企業が、民間の

方がやられたり、本県の畜産公社に近いような

市町村とかＪＡ等が中心になってやられている

ところもあるように聞いております。ただ、な

かなか保育育成というか、預託事業につきまし

ては、どこもなかなか厳しい経営状況にあると

いうことで、中には撤退をされて、新たな展開

をされているようなところがあるというような

話も聞いております。

○十屋委員 先ほどからいろいろ説明、３つで

すか、株式は別にして、そういうとこがあっ

て、技術の継承も絶対必要だと思いますし、何

らかの清算をされる場合は、ほかの仕事の中身

的にはつながりがあるので、そういうあたりと

の先ほどあったように統廃合等も含めて、前向

きにいい方向で考えていただければなというふ

うに、要望としてお伝えしておきたいと思いま

す。
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○徳重委員 酪農家が年々減っている。新規が

全くないというようなお話をお聞きするわけで

すよね。そうなりますと、この育成については

先の見通しというのはある程度整理を早くして

いかなきゃいけないんじゃないかと。酪農家に

も、いつごろまでにはこの事業はやめますとい

うことを早く言うべきじゃないかというような

私は気がするんですが、いかがでしょうか。

○山本畜産課長 実は公社の預託牛でございま

すけれども、年々減っていると。これは酪農家

自体が減っているということもありますけれど

も、平成８年には736頭ほどの預託があったんで

すけれども、この当時は酪農家の全体の29％、

約３割ぐらいが畜産公社を利用されておりまし

たけれども、平成20年度につきましては、先ほ

どの736頭が今216頭ということで、農家の割合

からいたしましても14％と、酪農家自体も減っ

ております。頭数自体も減っておりますけれど

も、預託をされる割合も非常に減ってきている

状況でございまして、全体的に酪農経営が厳し

いということの１つの証拠でもあろうと思って

おりますけれども、酪農家の方々が保育育成、

預託に対して、今後どういったニーズがあるの

かも踏まえて、委員御指摘がありましたような

方向でいろいろ検討していきたいというふうに

考えております。

○徳重委員 今おっしゃいました数字を見て

も、10年ぐらいの間に３分の１というような状

況、もうあと10年過ぎたときにはどうなるかな

ということを考えると、やっぱり農家の意見も

十分聞いていただいて、最大限協力はしていた

だかなきゃ、酪農家は大変厳しいという状況が

あるわけですから、それとあわせて酪農家がも

うかるような施策を何らかの形で販売網につい

ても行政もやっぱり努力していただかなけれ

ば、今現在やっていらっしゃる人も経営に困っ

てしまうということになるから、そこ辺にも、

こういったお金があるんだったら、欠損金に

なっているわけですけれども、何とかそういっ

た拡大の方向にも努力していただきたいという

ことを要望をしておきたいと思います。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ次に畜産協会について

御質疑をお願いします。

○福田委員 畜産協会についても、生産者の長

年の懸案事項が解決をして、受益農家の負担が

非常に減少したということはいいことだなと

思っているんですが、さらにもう一歩踏み込ん

で、改革ができればいいなと、私は現場にかつ

ておりましたから考えております。と申します

のも、子牛競り等に行きますと、競り価格も50

万なら50万、40万なら40万出るんですが、その

価格がすべて生産者の手取りにはならないんで

すよね。コストは別ですよ。振り込み代金です

ね。高いときはパーセンテージとしてはそんな

に高くないですが、10％ぐらいですが、安くな

りますと、15％、16％関係の団体手数料で飛ん

でいくんですよ。そういうことを考えますと、

今回の組織の統廃合というのは非常によかった

と考えるわけであります。

ところで、このいろんな大きい、特に私はこ

の中では県関与では肉用牛の子牛安定基金と家

畜畜産物の衛生指導協会、これはかなり県の関

与が必要だと考えているんですが、特に子牛安

定基金等についての積み立てについての原資

は、従前どおり確保できるものか、その辺を

ちょっとお聞きしたいんですが、行政サイド

の。

○山本畜産課長 子牛価格安定制度につきまし
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ては、法律に基づいて設置されました旧価格安

定基金協会、ここを引き継いで畜産協会でやっ

ているわけでございます。御案内のように、今

畜産経営が非常に厳しい中で、子牛価格も平

成18年には平均価格が52万あったんですけれど

も、昨年度は40万を切って39万4,000円、そして

さらにことしも、４月以降、少し下がっており

まして、35万とか36万といったところを行った

り来たりしている状況がございまして、宮崎県

まだ全体的には、価格としては、ほかの県に比

べますと、まだ高い状況がございますけれど

も、全国的には非常に低い状況があって、今

後、これまで余り子牛価格安定基金につきまし

ては、発動というのはそんなにたくさんあった

わけではありませんけれども、今後、そういっ

たものの発動が視野にあるような話もちょっと

国のほうからも聞いておりまして、これにつき

ましても、県も今、積立金ということで、農家

の助成等も４分の１は県が積み立てるようなこ

とをしておりますし、国も２分の１助成という

ことでやっておりますが、今後、畜産物の価格

がだんだんだんだん下がってまいりますと、国

の原資、農畜産業振興機構の原資あたりもなか

なか潤沢にあるわけではありませんので、その

辺は危惧されるところでありますけれども、こ

こは法律上非常に措置されている制度でもあり

ますので、国としても恐らく安定制度につきま

しては、しっかり守っていくという体制をとっ

ていくと思っておりますし、私ども県といたし

ましても、これにつきましては、やはり経営安

定という面でも非常に大事な施策であるという

ふうに認識いたしておりますので、今後とも引

き続き力を入れてまいりたいというふうに考え

ております。

○福田委員 結局皮肉なシステムになっている

んですが、輸入肉の関税資金を原資にいろんな

畜産行政の資金が捻出されるわけであります

が、長らくずっとアメリカからの牛肉の輸入が

細っているわけですが、その辺からの輸入課徴

金の累積は、ほかの国のオーストラリアあたり

の輸入牛によってカバーできているわけです

か。絶対的に輸入が減っているわけですか、そ

の辺は。どうですか。おかしなことですけど、

聞くのは。

○山本畜産課長 私も今のお話、全体的な話と

してちょっととらえてないところもありますけ

れども、基本的には関税収入で今こういった畜

産の振興に充てられているところでございます

けれども、最近の輸入の状況は、御案内のとお

り、ＢＳＥの関係でアメリカの牛肉が一時ほと

んど入ってこない状況がありまして、その間オ

ーストラリアからの牛肉がかなりウエートを占

めるような状況にありまして、ただ、今アメリ

カのほうもＢＳＥのステータス区分でいいます

と、日本よりもランクが１つ上の、ある意味、

ほとんどフリーな状態で牛肉を輸出できる国に

なっておりますので、今後は国際間の交渉にな

ると思いますけれども、アメリカの牛肉の攻勢

というのがだんだんだんだんまた強くなって、

今よりもさらにアメリカ産の牛肉が入ってくる

状況は予測がされますので、そこら辺を含める

と、農畜産業振興機構の予算と申しますか、そ

ういったところがどうなってくるのかというこ

とは、見通しはなかなか難しいんですけれど

も、今後、そういった状況もあるというふうに

は考えております。

○山下委員 県畜産協会の役割についてちょっ

とお聞きしたいと思うのですが、それぞれ組織

を解散されながら、畜産協会のほうが今主導権

を握ってやっていただいているのですが、例え
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ば、畜産の中で、酪農とか和牛の生産というの

は、組織体系がぴしゃっとできているんですよ

ね。私は、いろんな生産調整を進めるとか、そ

れと衛生問題、いろんな病気等が発生したとき

とか、組織体系の確立をしていかないと、情報

の伝達とか、産地を守るために、経営計画と

か、そういう伝達の仕方がちょっとばらばらか

なと。というのは、肥育も商系が入ったり、系

統が入ってきたり、そして、ブロイラー、採

卵、豚もそうなんですよね。非常にそこ辺の農

家等の話を聞くときに、それぞれ系統というの

がばらばらであれば、ばらばらな情報も入って

くるところもありますし、県として農業県であ

りますから、それも畜産が主軸ですから、それ

らのことを考えると、協会の役割というのが非

常に大きいかと思うのですが、その辺の考え方

を、今の状況とですよね。、私はぜひそういう

目的を達成してほしいと思うのですが、考え方

をちょっとお聞きしたいのですが。

○初鹿専務理事 今、委員がおっしゃったよう

な目的もその一つで統合したわけでございます

ので、そういう機能強化を発揮していくことが

畜産協会の重要な役割の一つだというふうに我

々も認識しております。おっしゃったように、

下部の組織、系統、商系、これが分かれており

ますので、畜産協会としては、系統と商系の区

分はなしに、それぞれ系統であれば農協連等を

通じて、あるいは商系であれば配飼協等を通じ

て、そういった情報伝達が遺漏なきよう努めて

おるつもりでございますが、まだ統合して日も

浅うございますので、不十分な面もあろうかと

思いますけれども、委員がおっしゃったような

点は十分踏まえて、対応を強化していきたいと

いうふうに考えております。

○山下委員 ぜひよろしくお願いします。

○星原委員 説明の中で、今後の方向性という

ことで説明いただいて、最後のほうで、「県の

人的関与のあり方についても検討を行ってい

く」という言葉が説明の中にあったんですね。

そして、この協会の役員名簿を見ると、やはり

県から、あるいは宮崎市とか都城市とか延岡市

の部長さんとか、あるいは北郷町長とか川南町

長とか三股町長とか、理事の中にかなり行政の

人もいっぱい入ってきた協会なんですよね。県

が人事のあり方について考えるというのは、県

が抜けるということじゃないだろうというふう

に思うのですが、一方ではそういうことも想定

をして、今協会のあり方そのものを変えていこ

うとしているのか、もうちょっと強化する意味

でそういうふうに考えていこうとしているの

か、その辺についてもし今考えられる範囲があ

れば説明をお願いします。

○山本畜産課長 当然でありますけれども、組

織体制の効率化等に努めるということで、人的

関与につきましては、今、畜産協会は、県ある

いは国の施策と連動いたしましたいろんな事業

を総合的に今実施しておりまして、ある意味で

は行政の補完的な役割、そういったものを担っ

ていただいておりますし、また、畜産関係団体

の調整役ということで中心的な団体でもござい

ます。非常に重要な団体というふうに私ども認

識をいたしております。行政経験のある人材が

要請されているということで、私ども派遣をい

たしておりますので、非常に今、事業そのもの

が国の全国団体のいろんな事業も、畜産協会に

非常に大きな形でおりてきている状況がござい

ますので、ここはむしろ人的関与を引き下げる

というよりは、一部、ちょっとこういう場で申

し上げるのは本当は適当じゃないかもしれない

んですけれども、少し強化するような意味を含
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めて、ここには記載をさせていただいておりま

す。いずれにしても、そこは組織全体として効

率化等にも努めながら、検討していく必要があ

るというふうに考えております。

○星原委員 法人の目的の中で、畜産農家の経

営指導とか、あるいは畜産物価格安定対策と

か、先ほど出ましたけれども、衛生対策とか、

一番重要な部分ですよね。すべての分野の中で

重要な部分だと思うのですよ。ですから、その

辺のところの協会としての、今言われましたよ

うに、私は役割をぴしっと果たしてもらわん

と、最終的に影響を受けるのは農家だと思いま

すから、やっぱり農家がどうやって経営が安定

していくかという部分について、やっぱりそこ

ら辺が統合されてしっかりした協会としての役

割を果たすようにしていってもらわんといかん

のかなと思いますので、ぜひそういう形でよろ

しくお願いします。

○武井副委員長 御質問いたします。こういっ

た社団法人で、名簿をちょっと見させていただ

いているんですが、きょうもお見えいただいて

いますが、専務理事と常務理事が常勤でお二人

いらっしゃるというのは、結構ほかにはないと

思うのですが、何といいますか、職掌分担とい

いますか、それぞれのお仕事の役割分けみたい

なのはどのようになっているのか、お聞かせく

ださい。

○初鹿専務理事 専務、常務の２人常勤体制を

とらせていただいております。本協会は、国、

中央団体、県、これの補助事業、受託事業が主

でございまして、その事業の種類も多岐にわ

たっております。ざっと数えただけでも約70本

ぐらいの補助事業、受託事業等を受けて実施し

ているところでございます。こういったものの

それぞれ具体的な問題点等の対策等について、

やはり１人ということになりますと、協会の運

営から事業の実施までということになりますと

なかなか大変でございます。そういうことで、

協会運営と事業の具体的対応等について、それ

ぞれ分けて担当しておるということで御理解を

いただきたいと思います。

○武井副委員長 確かに多岐にわたっておりま

すからそういうことだろうと思います。わかり

ました。

続いて、県の派遣で参与という肩書の方が１

人いらっしゃいますが、この方は、事務局長は

事務局長で別に派遣があるんですが、具体的に

どういった役割を担っていらっしゃるのか、伺

います。

○初鹿専務理事 本協会は、いろんな団体、協

議会の事務局といったものも受け持っておりま

す。例えば、養豚の生産者の団体あるいは市場

開設しております郡畜連合会議、そういったと

ころの団体、共進会、県の畜産共進会の協議

会、そういった協議会等の任意団体の事務局が

多数ございます。そういったものを中心に参与

が担当しておるというふうに御理解いただきた

いと思います。

○武井副委員長 わかりました。ということ

は、確かにそういった団体が非常に多くあると

いうのは認識はしているんですが、ということ

は、その方は基本的にはこの協会の業務のフロ

ーの中にあるというよりは、どちらかという

と、この業界に付随するそういった団体を主に

管理と言いますか、掌握していくというポジ

ションでいらっしゃるという理解でいいです

ね。

○初鹿専務理事 はい、そういうふうにお考え

いただいていいと思います。

○武井副委員長 わかりました。以上です。
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○丸山委員長 先ほど70本近くの事業を受託さ

れているということなんですが、補助事業と委

託があると思うのですが、それに関して、随契

なのか、競争入札という形でとられているの

か、それをちょっとお伺いしたいというふうに

思っております。

○初鹿専務理事 主体は補助事業、それから中

央団体からの受託事業でございますので、これ

はそういった入札制度ではございません。一つ

ございますのは、防疫事業、家畜疾病の防疫事

業、これのワクチン購入に対しては、競争入札

というものをとっております。それは事業の中

でやっているということでございまして、主体

は補助事業でございますので、国、県、中央団

体からおりてきたものを本協会が受託して実施

していくというふうにお考えいただきたいと思

います。

○丸山委員長 16ページに書いてあります畜産

経営技術高度化促進事業の中の内容を見てみま

すと、情報データベース化事業というふうに書

いてあるものですから、これまた再委託とかさ

れていることがあるんでしょうか。

○初鹿専務理事 再委託はございません。本協

会が直接実施をしているということでございま

す。

○丸山委員長 県から派遣されている職員に関

してなんですが、その後、人事異動の関係で、

せっかく畜産関係の仕事に精通されている方が

来ていらっしゃると思うのですが、人事異動で

また違う部署に行ってしまうと結局意味がない

のかなというふうに思いつつ、その辺がどうい

う形で多分協会のほうからこの人をできれば来

ていただけないでしょうかというふうに県のほ

うに要請してはいると思うのですけれども、そ

の流れはどうなっているのかというのを教えて

いただきたいと思います。

○初鹿専務理事 県から派遣をいただいており

ます３名の方については、畜産の専門職の方で

ございますので、いわばどなたが来ていただい

ても、そういう専門職の方であれば、十分業務

はこなしていただいておるということでござい

まして、特段問題点はございません。

○丸山委員長 その派遣された方は、大体３年

なりで異動していくと思っているんですが、畜

産課本課のほうに行っているのか、もしくは、

出先のほうに行ってしまうと、結局事業主体が

全然変わってしまうものですから、その辺がど

うなっているのか、もしわかっていればお伺い

したいと思います。

○上杉農政企画課長 県のほうからこちらの協

会のほうに現職で派遣されて、その後、県のほ

うに戻った場合のお話かと思いますけれども、

恐らく畜産の専門職の方ですので、本課に戻ら

れる場合もあるかと思いますし、出先の畜産関

係の仕事で行く場合もあるかと思います。具体

的な確認がちょっとできておりませんので、確

認いたします。

○山本畜産課長 先ほど農畜産業振興機構への

県の出資についてということで御質問ありまし

たけれども、今ちょっと調べさせていただきま

した。宮崎県からの出資は、過去も含めてござ

いません。以上でございます。

○十屋委員 この評価シートのほうでちょっと

お伺いしたいのですが、４団体一緒になられ

て、これのページ数は打ってないんですけど、

協会の２枚目のところの中ごろの財務指標で、

人件費比率の目標値と実績値、19年、20年、21

年とあるんですが、６％ということでずっと年

度やられていて、19年が100、20年度がちょっと

まだわからないんでしょうけども、この目標数
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値と事業との関係でこれが変わってくるのかな

と思うのですが、この６％というのは、この協

会の通常的な経費として必要というふうに見れ

ばいいのか、効率化とか、先ほど言った県の関

与の人的な部分がふえてくる、強化していくと

いうのであれば、この部分がふえてくるのか、

これはどういうふうに見たらいいんですかね。

この６％。いろいろ当期支出合計と次期繰越収

支差額で割った分が残っているわけです。これ

は事業がふえればその分ふえるのか、この６と

いうのがずっと人件費としては義務的経費とい

いますか、固定費としても変わらないのか。ど

ういうふうに見たらいいのかなと、財務諸表の

中で。最初は自己収入比率というのは上がって

きているんですよね。事業をふやしていけばだ

んだん上がっていくと思うのですけど、その中

で人を抑制しながら仕事をたくさんしていると

いうふうに見たらいいのか、先ほど星原委員が

言ったように、強化しなきゃいけない部分で県

の関与をふやしていくというのであれば、この

比率が高くなってくると思うのですけれども、

そのバランスをどう見たらいいのか。

○初鹿専務理事 事業に伴います人件費につい

ては、補助事業等での附帯事務費、これで賄っ

ております。100％賄えませんので、農家からの

手数料徴収等で補っておりますけれども、た

だ、いわゆる管理部門、常勤役員、それから事

務局長、参与、こういった県から派遣いただい

ております人件費については、事業費から支出

ができませんので、それは県にお願いしておる

という状況でございますので、こういう数字は

ある程度恒常的に、人数が変わらない限りは続

くというふうに御理解いただきたいと思いま

す。

○十屋委員 ということは、先ほど言った、強

化するということになれば、この比率は当然上

がってくるということになって、県の支出はそ

の分が管理運営部門に関してはふえてくるとい

うことですね。わかりました。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、次に家畜改良事業団

についての質疑をお願いいたします。

○福田委員 私は、この家畜改良事業団方式は

うまく機能していると考えているんですが、鹿

児島はこれとちょっと違った方式のように考え

るのですが、どのような方式ですかね。

○山本畜産課長 宮崎県が今行っている家畜改

良事業団方式というのは、非常に全国的にもほ

とんど例がないような状態、一括集中管理と申

しますか、そういった集中管理でやっておりま

すけれども、鹿児島の場合は、県の直営の研究

所、肉用牛改良研究所というところにも種雄牛

がおりますし、民間がたしか４つぐらいだった

と思いますが、民間の家畜人工授精所にも種雄

牛がおりまして、かつて県と民間が半々ぐらい

だと聞いておりましたけれども、現在は民間の

人工授精所のほうが、シェアは少し多いという

ふうに聞いております。

○福田委員 以前の宮崎県の姿がまだ鹿児島に

残っているんだというふうに理解するわけであ

りますが、本県においても、実際は現場での仕

事は人工授精師の方がおやりになっているわけ

でして、業務内容としては変わらないけど、一

元化したところに意味があるんだろうと考えて

おります。今回の問題は別にしまして、これも

北海道の調査で意外なことを聞いたんですが、

本県から正規なルートでいったか流出したかは

問いませんが、本県からいった優良雄牛のスト

ローを１本で使うのはもったいないと、４分割
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で使っても十分授精するんだというお話でござ

いまして、１本のストローを４つにカットする

わけですね。私は、牛については、どれぐらい

の精液の希釈倍数になっているかわかりません

が、今１本に入っている精液の希釈倍数は、本

県はどれぐらいなんですかね。

○川田常務理事 今の御質問でございますけれ

ども、今一番農家のほうからニーズの高いも

の、「忠富士号」でございますけれども、いわ

ゆる総精子としまして、最終的には有効精

子1,500万をキープということで、そのときに活

力、いわゆる生きている、死んでる割合という

ものを予測しながら、受胎可能な最低限1,500万

というものをキープしているような状況でござ

います。ですから、状態が悪いとしますと、１

ストロー0.5cc用でございますけれども、総精子

と して 5 , 0 0 0 万 入れ るも のもございます

し、1,800万で事足りるということもございま

す。ですから、種雄牛の健康管理に気をつけて

いきますと、優良な精液がとれますので、それ

については希釈倍数、相当高く対応していると

ころでございます。

○福田委員 種牛の年齢にもよると思いますけ

ど、実はこの売り上げ、３億6,300万を見まし

て、北海道の現地でお話を聞いたことを真に受

ければ、もう少し多くのストローが製造できた

のかなという感じはいたしますが、本県で使用

する本数が不足しなければ問題ないと考えてい

るんです。

それから、もう一つ、私はこれもびっくりし

たんですが、発情からの日数じゃなくて、もっ

と違った方向での100％授精する方法を北海道で

は採用しているというんですよ。私ども15人の

県議が行っておって、だれもそんなことは聞い

たことがなかったから驚いたんです。でたらめ

じゃないと思ったんですね。地元の町長さんや

ら議会議長さんやら農協長、全部お見えで生産

農家から聞いたんですよね。ですから、もっと

宮崎県は、そういう効率の高い授精方法をお使

いになればいいんではないかという感じもあり

ました。そこで、今回の流出事件にも関連して

くると思うのですが、やっぱり授精しなかった

ということかもしれませんが、それらのものが

出ていく、流出したということが言われており

ます。

それともう一つ、私ども県においては、いわ

ゆるストローに添付されています証明書です

が、向こうではＤＮＡ鑑定だというんです。Ｄ

ＮＡ鑑定。この辺も随分都道府県が違えば違う

んだなと考えたんですが、あわせて見解をお聞

きしておきたいと思います。これは大いに関係

がありますから。

○山本畜産課長 ストローと精液証明書は基本

的には家畜改良増殖法でセットになって使われ

るということになっておりますので、これは全

国一律、どこに行っても同じ形ですので、委員

がおっしゃったＤＮＡ鑑定というのは、最終的

に親子関係に疑義があったりする場合はＤＮＡ

鑑定をやる場合がありますけれども、今おっ

しゃった内容は、詳しく聞かないとわからない

のですけれども、基本的にはストローと精液証

明書は一対になって、最終的に授精をされます

と、授精証明書にそれぞれストローの精液証明

書が添付されるというのが基本でございますの

で、ちょっと今の状況については、確認をして

みます。

○福田委員 極めて重要な案件でありますか

ら、私も自分の耳を疑ったんですよね。今、畜

産課長の説明されるとおりが本県の姿なんで

す。北海道では、証明書がなくてもＤＮＡ鑑定



- 24 -

ができれば、子牛の流通市場で問題がないとい

う説明を受けたものですから、びっくりして、

ここで何人か一緒に行ったんですが、驚きだっ

たんです。また、調査方をお願いしておきたい

と思います。以上であります。

○髙橋委員 私の認識違いしておったらまた訂

正いただきたいのですけれども、先週の他部局

の公社の審議をしたときに、県職員ＯＢの退職

金はなかったと記憶しているのですけれども、

たまたま役員報酬等の規程を見ましたら、退職

手当の欄に、常勤役員の退職手当の支給が明記

してあります。額については理事会で決めると

いうふうに書いてありますが、ここは特別なん

でしょうか。県職員ＯＢの方に退職金を支給す

るということで、このとおりで了解してよろし

いんですか。

○川田常務理事 23ページの資料についての御

質問でございましょうか。

○髙橋委員 別冊で資料をいただいている役員

名簿と役員報酬等規程を見ましたら、第３条、

退職手当というのがあって、退職手当を支給す

る。常勤役員が退職したときは、その者に退職

手当を支給する。だから、退職手当、常勤役員

には県ＯＢ１名ということできょうの資料には

ありますので、支給されることは間違いないの

かということの確認を。

○谷口副理事長 一応今のところ、そういう退

職金をというものについてはやっておりませ

ん。それにつきましては、県のＯＢではなく

て、別な団体のＯＢについては、やったケース

はあります。以上でございます。

○髙橋委員 県職ＯＢは支給していないという

ことで理解しました。わかりました。

○十屋委員 説明資料の中の今後の方向性のと

ころで、「組織体制や会計システムの見直し」

があって、「経営改善計画の中で」、ずっとあ

りまして、「県の財政関与のあり方」というと

ころがあるんですけど、これはどういう方向に

なるのかというのをお聞きしたいのと、先ほど

の評価シートの中でも、改革の工程の中では、

工程はＤ評価というふうになっていて、中期経

営計画の策定がまだ進んでいない、検討中であ

るということなんですが、こことの関係はどう

いうふうに見たらいいですか。県財政の関与が

必要になってくるのか、その経営計画の中で、

さらにそこも含めて検討していかなければいけ

ない、いわゆるお金なり受託事業をふやしてい

かなければいけないのか、そのあたりの確認

を。

○山本畜産課長 今、繋養しております種雄牛

につきましては、県有牛ということで、無償貸

与ということでやらせていただいておりまし

て、その精液の販売収入で飼養管理を賄ってい

ただいている状況がございます。先ほど財務諸

表の中で見ていただきましたように、貸借対照

表上、純資産が５億6,000万、これはもちろん棚

卸し精液でありますとか牛がおりますので、そ

ういったものもかなり含んでおりますけれど

も、今後のひとつ公益法人制度改革で、この公

益認定をどういった形にしたら受けられるかと

いうこともありまして、県の今無償貸与でやっ

ている部分も含めて、改めて今の事業団のあり

方と申しますか、経営全体を含めたあり方につ

いて検証していく必要があろうということで、

今まで中長期の経営計画をつくるようにもなっ

ておりましたけれども、これまでできてないと

いうことで、そういう経営計画をつくる中で、

県の財政関与についても、今後、公益性、法人

制度改革をにらんだ上で検討していくというこ

とでございます。
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○十屋委員 検討していくという中で無償貸与

のところを有償にするとか、そういう全般的な

見直しを図るということで理解していいです

か。

○山本畜産課長 農家の負担軽減を含めて、料

金体系を含めて全体的な議論をしていく必要が

あるというふうに考えております。

○十屋委員 だから、そのあたりで農家の経営

安定という大前提があったりして、そこは圧迫

しないようにしとかないと、また逆な面になっ

てくるので、その辺のところも十分検討を固め

ていただきたいなと思っております。

○鳥飼委員 貸借対照表なりで今の貸与牛はど

うやって上がってきているんですか。ちょっと

見方がわからないんですけど、ちょっと教えて

いただけますか。

○山本畜産課長 もう一回申しわけございませ

ん。

○鳥飼委員 牛を貸与というか、県有牛を事業

団に貸与しているわけでしょう。貸しているわ

けでしょう。それはこの貸借対照表の中ではど

うやって上がってきているのかなと思いまし

て。

○山本畜産課長 県有牛につきましては、無償

貸与ということで繋養していただいております

ので、この中には出てきておりません。

○鳥飼委員 そうすると、例えば死亡したと

か、そういう場合もあると思うのですけれど

も、もちろんこれには出てこないのですが、そ

れは報告だけで済むということになるんですか

ね、取り扱い上は。

○川田常務理事 すべて今私ども繋養しており

ますのは、県のほうからの無償の貸し付けとい

う形でいただいております。そして、いわゆる

育種改良でございますから、供用されない牛等

につきましては、県に対して返納するという処

理をとります。従いまして、返納ということに

つきましては、これはやはり屠畜するというこ

とがございますので、それにつきましては、業

者さん等の見積もり等の入札によっていわゆる

県のほうの歳入という形になろうかなと思いま

す。

○鳥飼委員 例えば、長い期間でしょうからあ

れでしょうけど、例えば１年間に出てくるとい

うようなものではないんですね。１年間に例え

ば何百頭とかいるようになっていますけど、１

年間に１頭でしたら、例えば何十万かやって県

の歳入に上がってくるというような形で出てく

るわけですよね。

○川田常務理事 今、後代検定事業毎年９セッ

トいただいております。ですから、新たな能力

判明というのは毎年９頭出ておりますので、優

秀な種雄牛が出ますと、やはり年齢の高いもの

については供用されない。育種改良上必要ない

という判断に立ちますと、大体平均的には年９

頭というものを返納するという形になっており

ます。

○鳥飼委員 例えば歳入、処分して肉として売

るとか、どういうふうな取り扱いをされている

かわからないんですけれども，例えば歳入とし

てはどれぐらい県の歳入になっておりますか。

事業団のことはちょっとわかりにくいかもしれ

ませんが、事務処理はされると思いますので。

○川田常務理事 年齢の高いもの、いわゆる後

代検定で既に供用したものにつきましては、一

般的に大体５歳ぐらいで能力判明しておりま

す。ですから、それから供用していった場合、

十何歳という形になりますと、極めて低価とい

いますか、安価な部分でございます。今ちょっ

と把握しておりませんが、基本的にはミンチク
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ラスのものであるというふうに認識しておりま

すし、いわゆる１頭２万円から４万円、そうい

う形で、正確には手持ちございませんので、お

許しいただければと思います。

○鳥飼委員 結構でございます。仕組みがわか

りました。それで、個々の純資産のところです

ね。繰越が４億5,800万、当期が1,000万という

ことで、出資金9,800万入れて５億6,600万とい

うことになっているんですけれども、配当とか

そういうものもないようですから、事業団とし

ては、これが適正というふうに思われているの

かどうか、そこ辺についてお考えをお聞かせい

ただきたいと思うのですけど。

○川田常務理事 22ページの貸借対照表、今の

御質問だろうと思います。純資産ということで

出資金、繰越剰余金、当期利益金ということで

５億6,600万というふうになろうかなと思いま

す。これにつきましては、いわゆる繰越剰余金

等につきましては、例えば、流動資産の中の棚

卸資産、いわゆる現場検定牛、肉用牛凍結精

液、ここのところで約３億9,000万、４億弱で

しょうか、そういう形でございます。それとい

わゆる現預金、これにつきましては２億2,600万

ほど定期・普通というのがございます。ただ一

方に、これにつきましては、短期借入金１

億2,554万というのは右のほうの流動負債のほう

に雑負債のところでございます。これにつきま

しては、現場検定事業のえさ代といいますか、

経済連のほうで対応いただいております現預

金、ここのところで返済できれば、運転不可能

という形でございますので、もう少しやはり現

預金を持ちたいと。健全経営のためには、やは

り持ちたいと。それからなお、私どもの売り上

げ等につきましては、競り開催日の売掛金回収

ということがございます。ですから、地域によ

りますと、２カ月から４カ月サイドで売掛金が

現金化されるということがございます。通常の

支払いベースが月間に7,000万程度発生しており

ますので、もう少しないと、例えば借入金の利

払い等の無駄な部分が発生するんではないか

と、そういうふうに判断しております。

○鳥飼委員 内部留保金については、いかほど

になっていると思えばいいんですか。

○川田常務理事 内部留保といいますのは、こ

この貸借対照表がすべてでございます。いろん

なもの、例えば退職給与引当金、退職給付引当

金、21年３月31日現在で退職金の要支給額が約

２億6,000万ほどございます。ですから、そうい

うものを兼ね合わせていきますと、内部留保と

いうのはここにあります出資金なり繰越剰余

金、当期利益金というものがすべてになるのか

なというふうに判断しております。

○鳥飼委員 そうしますと、今５億6,600万です

けれども、もう少し８億とか10億とかあったほ

うが安定的に経営をしていくためにはその程度

が必要だなというふうなことを考えているんで

すか。

○川田常務理事 できましたら雑負債の中の短

期借入金、こういうものを解消すると。これは

えさ代でございますので、20カ月でこの分がご

ざいます。これを支払い、なおかつ月々の返済

ということになりますと、まだあと２億近くは

必要じゃないのかなと判断しております。

○鳥飼委員 はい、わかりました。

○福田委員 種雄牛候補牛の購入価格は今どの

ぐらいなのか。それと試験交配奨励金はどれぐ

らいの単価になっているのか、これをちょっと

教えてください。

○山本畜産課長 候補牛の買い入れは81万9,000

円です。それから、交配は２万8,000円が補助と
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なっております。

○福田委員 あわせて、私は安平のときの思い

出があるものですから、随分貢献をした種雄牛

でありますが、かなり安くて、あと弟あたりを

高く買い上げてもらったのですが、このストロ

ーの出ぐあいによってのボーナス制度がありま

したよね。あれはどうなっていますか。奨励金

制度。

○川田常務理事 出世払い制度というちょっと

名前をやったんですが、と申しますのは、表現

がちょっと悪うございますけれども、やはり優

良、バックデータがしっかりしたものについて

は、県外の民有から札束を持って買いに来られ

るということが過去ございました。そういう中

でやはり個人に対してどうなんだということ

で、いわゆる後代検定の成績が優秀な場合、県

内で広く使われます。そして、５万本供給して

いった場合には、その農家に100万円を贈呈す

る。さらに10万本、20万本それぞれ50万円を贈

呈すると、そのような制度をつくっておりま

す。なおかつ、先ほど県のほうの購買単価に、

私ども助成金、奨励事業ということで１頭20万

の直接検定購買牛、そういう奨励金までつけて

おります。なお、先ほどの県の試験交配の２

万8,000円ですか、やはりこれも農家の不利益と

いうことで、私どももそれに対して１万2,000円

ほど、ですから、末端になりますと約４万円の

試験交配という形になっておるかというふうに

思います。

○福田委員 最後に、安平はちなみに幾らで購

入されたんですか。もう随分前の話ですけど。

○川田常務理事 購入につきましては、一律81

万9,000円です。

○福田委員 当時は81万なかったでしょう。い

いです、後で。結構です。

○川田常務理事 委員のおっしゃるとおり、佐

土原のほうなり宮崎中央のほうからかなり強い

要請があって、今の価格になっているかと。当

時は確かだと思いますけれども、60万円であっ

たというふうに記憶しております。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければその他で井上委員。

○井上委員 ミヤチクにはミヤチクの置かれて

いる必要性はあるんでしょうね。競争相手もい

ないし、ミヤチク１社なのであれなんですけれ

ども、この社団法人の３つというのは、お話を

聞けば聞くほどというか、説明を受ければ受け

るほど、宮崎県の畜産の関係を細かにやってお

られて、ここが非常に先ほども委員からも出る

ように、非常にこれはもっと強化しなければみ

たいな話が出るわけですよね。現実に本課は

じゃ仕事は何をしているんだろうと思ったりも

するわけですが、本課には本課の仕事があるん

でしょうね、多分。それで、３つの法人という

のは、この形でずっと残さなければいけない

と、農政水産部長は、大体この３つの法人とい

うのは、こういう形で残していたほうがいいの

か、それとも別の形の宮崎県の畜産のためにと

いうことですが、法人のありようの３つを、処

理をどのように考えておられるのか、そこを

ちょっとお聞かせいただきます。

○伊藤農政水産部長 確かにこういう改革を進

めてきて、畜産協会なり、それなりの機能強化

を果たしてきている。一方では、今の事業の国

の流れあたりを見ますと、畜産協会だけでなく

て、いろんな事業が、午後もありますけれど

も、農業振興公社あたりもそうなんですが、県

を通さない形での直轄事業あたりみたいなもの

が非常にふえてきております。そこの中で、
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じゃ県がどう関与していくかというところがあ

るわけですね。ところが、例えば担い手育成と

いった場合、県も当然関与してやらなくちゃい

けない事業、それを団体のほうに行ってしま

う。じゃ、そこはやっぱり先ほどの畜産協会の

話で、財政関与のあり方なり、あるいは人的な

問題含めてという、はっきりと申し上げません

でしたけれども、その中で、県と団体の仕事の

内容をその中で一体的にやらなくちゃいけない

部分も多々出てくると思うのですね。そういう

ところを、やっぱりきちっと今後事業のやり方

と言いますか、流れあたりも整理しながら、私

は一体的にやっていかないけないんじゃない

か。残していくというか、機能強化をしていか

ないと、県の位置づけも、県の職員もそんな要

らんじゃないかというような逆に話が出てくる

んじゃないかなというふうに思っております。

それとやっぱりそれぞれの、きょう３つの、ミ

ヤチクは別としまして、それぞれの協会の目的

があります。目的の中でやっぱりきちっと整理

する、それは僕は全体としては必要だなと思っ

ておりますけれども、ただ事業団の問題、ある

いはあと、個々に見ますと、今回もいろいろ御

心配をおかけしております。もう一回そういう

家畜改良方針からストロー供給のあり方含め

て、検証していく必要があると僕は思っていま

す。中身として改善する余地は、今後もそうい

う視点は持ちながら取り組んでいきたいと考え

ております。

○井上委員 この言い方がちょっと適当ではな

いんですが、お金はおりてくると。お金はおり

てくるけれども、その使いようですよ。活用の

仕方というところが、農政のところは特にそう

なんですけれども、結構お金というのは来るけ

れども、その活用の仕方があれなんですね。そ

のときに県を抜きに社団法人のところにどーん

とおりて、そこから振り分けていくので、本当

の意味でそのお金が有効活用されるかどうかと

いう、国の税金ですから、税金が有効活用され

るのかというこのチェックというのはどうなる

のかというのと、この法人が持っている力と、

だから結局ここに手を入れて、ここを小さくす

ればいいんだだけではいけない話になってくる

と思うのですね。ですから、行財政改革で私た

ちが委員会の中で議論しなければいけないとこ

ろに、そのあたりの難しさが物すごくあると思

うのですよ。現実に、先ほど本当に委員から何

度も出るように、そこのところは強化してここ

の人的なところを全部引き上げればいいとかい

うことにはならないとかいう御意見とかも出る

ように、この辺の考え方をもう少し県の畜産の

行政のあり方と、農政全般にわたってそうなん

ですけれども、そこのところがもっとしない

と、実際の農家のとことか畜産農家のところに

しっかりとお金が入らないという、真水になら

ないということをちょっと心配するわけですよ

ね。ですから、私どもは行財政改革で財政的な

面のチェックをきちんとしなければならないと

いうところも、それはだれもが一緒なんですけ

れども、だから、それが生きる形で使われるの

かどうかというところのあれが大変重要だと思

うのですよ。ここをなくせばいいなどと私は

言っているわけではなくて、そういうことが

しっかりと県の行政としてのありようとの整合

性がきちんととれるようにしていただきたい。

そこがないと、職員じゃなくてこっちがいれば

いいということになりはしないのかというのが

あるんですね。

○伊藤農政水産部長 まさに今そこ辺のとこ

も、国のやり方を含めて、今回の場合でも、例
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えば先ほど畜産協会、70の事業を持ってやって

いるんですね。従来は県を通して補助金で国か

ら来て、県も関与して、市町村を通して事業を

農家に、例えば事業をやるという流れがあった

んですが、県の予算も通らんで事業団からぽっ

と団体のほうに行くと。県の関与はどうするん

だという話やらあるわけです。僕はやっぱりそ

れは、県も積極的に情報をとり、関与していく

必要があると、それが委員がおっしゃいました

ように、どう使われて、どう農家に有効に活用

されているか、そのチェックまで含めてやって

いく必要があると僕は思っております。だか

ら、そういうところを今回の公社改革あるいは

公益法人制度改革あたりも含めて、検証をもう

一回きちっと検証というのと、余り団体を縮小

するという視点だけじゃなくて、いかに農家に

あるいは末端に有効に活用されるかという視点

も含めて、検討はずっと続けていく必要がある

というふうに思っています。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、畜産課所管の公社等

に関する概要説明を終わらせていただきます。

暫時休憩いたします。

午後０時８分休憩

午後１時12分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。

それでは、畜産課以外の課が所管する公社等

の現況説明をお願いいたします。

○山内連携推進室長 地域農業推進課連携推進

室です。社団法人宮崎県農業振興公社について

ただいまから御説明いたします。

委員会資料の25ページをお開きください。

まず、１の公社の設立等について御説明しま

す。

当公社は、農業経営の規模拡大、農業の担い

手の確保・育成等を総合的に支援するために、

枠の中に記載しておりますとおり、法律に基づ

く本県の農地保有合理化法人及び青年農業者等

育成センターとして設置いたしまして業務を実

施しております。農業振興公社としての設立は

平成19年４月となっておりますが、その前身

は、昭和35年に農用地の開発等を推進するため

に設立しました社団法人県農業開発機械公社で

ございまして、ここに記載されているように見

直しを行ってきております。

次に、（３）の出資金の総額は6,000万円で、

県は３分の１の出資となっており、（４）の出

資の経緯にありますとおり、当公社は本県農業

の振興を図るために不可欠な機関として、県は

もとより市町村農業団体の支援を受け設立した

ものであります。

次に、26ページの２の組織についてでありま

す。

当公社の役員は、常勤の理事長、常務理事と

非常勤理事17名、監事２名で、うち理事長と常

務理事は県ＯＢであります。職員は19名で、事

務局長は県ＯＢ、以下技監と５つの課に６名の

県職員を派遣し、業務を実施しております。ま

た、平成20年度の常勤役員の平均報酬額は、813

万円余でございますけれども、これは現役の県

派遣職員２名と県ＯＢ１名の計３名の平均と

なっております。

次に、３の事業の概要についてであります。

（１）県からの財政支出の状況は、合計13

億5,092万円余であります。

まず、農地部門は、農地の売買や貸借により

ます担い手への農地の面的な利用集積を推進す

る農地保有合理化事業等を公社事業の柱として
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実施しております。この事業を推進するため

に、国及び県等の補助金と、ここに書いてある

貸付金につきましては、１年間の短期貸付でご

ざいまして、目的としましては、農地の買い入

れ等に必要な無利子の資金が国から交付される

までの間のつなぎ資金として、年度当初に県か

ら貸し付けを行うものであります。

担い手部門は、先進農家や農業法人で実施い

たします新規就農者研修に係る委託料や無料職

業相談所として新規就農者の相談活動に対する

補助金、さらには農業団体とともにＳＡＰや農

協青年部の活動を支援する負担金であります。

畜産施設部門は、国の畜産担い手育成総合整

備事業の事業実施主体といたしまして、事業を

実施するための補助金であります。工務部門

は、基盤整備事業の工事委託料及び耕作放棄地

等の再生整備に必要な業務委託料であります。

次に、（２）の事業の実績についてでありま

す。

まず、１）の農地部門は、先ほど御説明申し

上げました農地保有合理化事業を核に、農地の

面的集積を推進する事業や、耕作放棄地の再生

整備を実施しており、27ページにありますとお

り、平成20年度は51.2ヘクタールの売り渡し

と、35.5ヘクタールの貸し付けを行うととも

に、26地区で252ヘクタールの農地の面的な利用

集積を支援しております。

２）の担い手部門は、統合しました農業後継

者育成基金協会から引き継ぎました農業担い手

確保育成基金９億7,000万円余の運用益を活用

し、就農奨学金外９事業で75件の支援を行うと

ともに、国、県の事業によりまして、県内外で

の就農相談会とか、先進農家等での研修支援、

さらには無利子の就農支援資金貸付事業を実施

しております。

３）の畜産施設部門は、草地・飼料畑等の造

成整備や、家畜糞尿処理施設、畜舎等の施設整

備などを３地区で実施しております。

４）の工務部門は、平成20年度をもって経営

体育成基盤整備事業等５地区の工事受託を完了

させるとともに、新たに187地区で76ヘクタール

の耕作放棄地等再生整備を実施いたしました。

次に、28ページをお開きください。

５）農商工連携部門につきましては、平成21

年からの取り組みといたしまして、当公社が経

済産業省の地域力連携拠点として指定を受け新

設したものでございまして、農業法人等が取り

組む農商工連携活動のコーディネートとか、業

務加工用農産物の契約取引等の拡大を支援する

ことといたしております。

次に、４の財務の状況であります。貸借対照

表の総括表でございます。表の右端の中ほどの

資産合計は、36億8,628万円余で、その３つ下の

負債合計は22億1,623万円余となったことから、

正味財産合計は14億7,004万円余となっておりま

す。しかしながら、当公社が実施する事業は、

農地の売買では５年間公社が農地を中間保有を

した後に売却となりますし、畜産や工務が行う

基盤整備等は、工事が完了し、引き渡した後に

受益者負担分を徴収することから、いずれの事

業も当公社が代金を立てかえる期間が長いた

め、流動資産に占める流動負債の割合が高く、

慎重な経営が求められているところでございま

す。

次に、29ページをお開きください。

正味財産増減計算書総括表について御説明申

し上げます。

まず、１の経常増減の部、（１）経常収益の

計は、右端の合計欄の13億2,275万円余で、それ

に対する（２）経常費用の経常費用計は12
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億8,430万円余で、その下の当期経常増減額

は3,844万円余となっております。これに経常外

増減の部を加味しました当期一般正味財産増減

額は、一般会計で3,031万円、特別会計と合わせ

まして3,850万円の黒字となっております。

一方、出資金や基金等のⅡ指定正味財産増減

の部は、下から４行目の右端にありますよう

に、マイナス1,179万円余となっております。こ

れは近年の低金利の影響で新規就農者の支援を

行います農業担い手確保育成基金が基金利息だ

けでは事業費を賄い切れないことから、一部取

り崩しを行ったことによるものであります。

次に、30ページをお開きください。

５の公社等改革の状況について御説明申し上

げます。

当公社につきましては、公社等改革指針に基

づきまして、積極的な改革に取り組んでまいり

ましたが、これまでの取り組みといたしまして

は、まず①公社等のあり方の検討につきまして

は、平成19年４月に財団法人宮崎県農業後継者

育成基金協会と統合し、平成20年度には県の関

係各課と公社等で構成いたしますプロジェクト

チームを設置しまして、経営改善計画の中間見

直しを行っております。

②の公社等の経営の見直しでありますが、ま

ず、財務の改善につきましては、徹底した経費

削減努力を行うとともに、ピーク時には２

億4,000万円ございました累積欠損金を、その大

きな要因でありました長期保有地について積極

的な解消を図ったことから、2,100万円まで縮小

するなどの改善を進めてきました。しかしなが

ら、いまだ退職給付引当金の積み立てが十分で

ないことから、今後とも一層の経営改善が必要

になっております。

また、組織につきましては、公共工事の縮小

や県の入札契約制度改革に関する実施方針を勘

案いたしまして、基盤整備事業の請負を平成20

年度で廃止したことから、工務課を廃止し、農

地課と統合しております。さらに、新しい公社

の業務といたしまして、先ほども御説明申し上

げましたけれども、農商工連携に係る具体的な

活動支援を行うために、新農業支援課を新設し

ております。

③の県と公社等の関係の見直しにつきまして

は、県派遣職員の削減に取り組んでおります。

次に、（２）の今後の方向性についてでござ

いますけれども、まず、今後とも、本県農業の

持続的な発展を支える農地と担い手を確保育成

する拠点施設として、公社が十分機能していき

ますよう、さらに、公社経営を支えております

農地保有合理化事業、畜産公共事業等の事業量

の確保を図るとともに、耕作放棄地対策や農商

工連携など、新分野での事業展開等に積極的に

取り組みながら、事務経費等削減にも引き続き

取り組んでまいりたいと考えております。

また、自立的な経営力を高めるために、退職

者が続く中でのプロパー職員の確保対策や、運

用できる資金につきましては、効率的な運用努

力を行う等の対策を徹底してまいりたいと考え

ております。

最後に、参考といたしまして、これまでの経

過を指標として示す形で、長期保有地の推移あ

るいは一般正味財産期末残高を記載しておりま

す。

以上で、社団法人宮崎県農業振興公社につい

ての説明を終わります。

○西農村整備課長 農村整備課でございます。

お手元の資料の31ページをお開きください。

宮崎県土地改良事業団体連合会について御説

明いたします。
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まず、１の設立等について、（１）設立目的

にありますように、県土連は土地改良法第111条

の２の規定に基づきまして、市町村や土地改良

区など土地改良事業を行う者の協同組織により

まして事業の適切かつ効率的な運営を確保し、

その共同の利益を増進することを目的としてお

ります。現在の会員数でございますけれども、

県内の全市町村28、土地改良区175、土地改良区

連合１を合わせまして204の会員数でございま

す。

設立年月日につきましては、（２）にありま

すように、土地改良法の改正によりまして、土

地改良事業団体連合会が明文化されておりま

す、昭和33年４月25日に農林水産大臣の認可を

経て設立をされております。昨年度がちょうど

設立50周年を迎えたところでございます。

（３）（４）（５）につきましては、いずれ

も該当ございません。

次に、２の組織についてでございます。

（１）組織体制にありますように、会長、副

会長、常務理事のもとに、事務局としまして、

総務部、管理部、農村整備部の３部と都城市に

あります南部事務所の１事務所、総務課を初

め10課１センターで構成されております。

１枚めくっていただきまして32ページをお開

きください。

（２）配置数にありますように、理事が14名

と監事３名の役員を置いております。職員は、

県派遣４名、正職員76名、嘱託職員16名の合

計96名を各部各課へ配属しております。

（３）常勤役員の年収額にありますように、

平成20年度の年収額は、県職員ＯＢ１名分463

万5,000円の実績でございます。

次に、３の事業の概要についてでございま

す。

県土連の行う事業につきましては、土地改良

法第111条の９に規定されており、①市町村や土

地改良区など会員の行う事業に関する技術的な

指導その他の援助を初め、②教育及び情報の提

供、③調査研究、④国または県の行う事業に対

する協力などがございます。県土連は営利を目

的としない公益的色彩が強いために、税法上の

公益法人などとして位置づけられております。

資料の33ページをごらんください。

（１）に平成20年度県からの財政支出の状況

について、県土連が実施しております補助事業

を１）補助金として整理しております。県土連

につきましては、農業農村整備事業推進のた

め、事業計画から事業実施後の土地改良施設の

維持管理や、土地改良区の組織運営基盤強化を

図るための事業、負担金軽減のための各種事業

を実施いたしております。

①、②、⑤の事業につきましては、事業計画

関係の事業になっております。④の換地処分等

促進対策事業につきましては、事業実施地区で

の換地委員の研修とか市町村職員等に対する研

修事務指導を実施するものでございます。③、

⑦、⑧の事業につきましては、土地改良施設の

適正な維持管理や保守点検などを実施するため

の事業でございます。⑥、⑩につきましては、

土地改良区の組織や運営基盤強化を図るための

事業でございます。⑨の事業につきましては、

土地改良負担金の軽減のための利息相当額を助

成するものでございます。これら①から⑩まで

に要する総事業費としまして、一番下の計の欄

でございますけれども、総事業費３億3,615

万4,000円のうち、県からの支出としまして、中

ほどの欄でございますが、１億3,657万6,000円

を補助金として支出しております。

34ページをお開きください。
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２）委託料の一覧表として整理をしておりま

す。平成20年度におきましては、①の設計等受

託としまして、経営体育成基盤整備事業を初

め、その他の業務を合わせて98件、３億6,603

万5,000円を委託しております。②換地受託とし

まして11件、１億5,541万9,000円を委託してお

ります。①と②を合わせまして総計109件、５

億2,145万4,000円を委託料として支出しており

ます。

（２）平成20年度事業実績にありますよう

に、１）の団体営調査設計事業から次のページ

にあります８）の土地改良区負担金積立等強化

対策事業につきましては、先ほど33ページの中

に出てきましたように、事業内容等主な実績を

お示ししておりますので、後ほどごらんいただ

きたいと存じます。近年では、従来の補助事業

に加えまして、35ページの下のほうにあります

９）農地・水・環境保全向上対策事業、10）水

土里情報利活用促進事業、11）食の安全・安心

確保基盤整備推進事業などの国庫補助事業が制

度化されておりまして、県土連の果たす役割も

ハード事業中心からソフト事業へ転換されてき

ております。

36ページをお開きください。

次に、４の財務の状況について、（１）に貸

借対照表をお示ししております。Ⅰの資産の部

では、１の流動資産と２の固定資産を合わせま

して、資産合計は44億283万1,186円でありま

す。Ⅱの負債の部では、１の流動負債合計と２

の固定負債合計と合わせまして、負債合計は10

億4,733万7,628円であります。Ⅲの正味財産の

部では、資産合計から負債合計を差し引いた33

億5,549万3,558円となっております。

次に、37ページをごらんください。

（２）に正味財産増減計算書をお示ししてお

ります。Ⅰの増加の部では、増加額合計の欄に

ありますように、１億8,962万3,693円でござい

ます。Ⅱの減少の部では、下のほうにあります

けれども、減少額合計は１億8,209万1,054円で

あります。増加額合計から減少額合計を差し引

いた753万2,639円が当期の正味財産増加額と

なっておりまして、前期繰越正味財産額を加え

ますと、期末での正味財産合計額は33億5,549

万3,558円となっております。

38ページをお開きください。

最後に、５．公社等改革の状況、（１）取組

み等についてでございます。①にありますよう

に、県においては、行財政改革を進める中、県

からの財政支出は、平成15年度の11億7,000万円

から平成20年度には６億5,800万円まで減額して

おります。②にありますように、県土連におき

ましては、平成15年度から人件費の削減等に取

り組んでおり、希望退職や早期退職によりまし

て、平成16年度の109名の職員数を平成20年度に

は76名までに削減するなどの措置に取り組んで

おります。

（２）の今後の方向性についてでございま

す。①にありますように、設計等の委託につき

ましては、民間で実施可能な業務は民間への発

注に努めてきておりますが、平成21年度からは

圃場整備の境界測量や農道台帳作成のための業

務の一部を一般競争入札としたところでござい

ます。②のように、県土連の公的な性格や土地

改良事業の特殊性を踏まえつつ、引き続き民間

コンサルタントの活用方式などを検討していく

こととしております。特に土地改良事業は、下

のほうにお示ししておりますように、整備後の

農地や施設は、農家や土地改良区などがみずか

らの負担で管理すること、土地改良区との技術

力から、県土連の継続的な指導助言が不可欠で
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あること、畑かん施設などの地中埋設物は高度

で継続的な技術支援が必要であること、圃場整

備は個人財産を取り扱うことから、高度な守秘

義務が求められていること、換地に対する異議

申し立てや完成後の苦情に対し、迅速かつ公平

で責任ある対応が必要であるというようなこと

から、県土連が真にかかわる必要のある業務を

実施していくこととしております。③のよう

に、県土連の機能や組織につきましては、農村

振興や地図情報の整備など、県土連の新たな役

割を踏まえつつ、効率的な執行体制のあり方に

ついて検討を行っていくこととしております。

農村整備課は以上でございます。

○鹿田水産政策課長 引き続きまして、財団法

人宮崎県内水面振興センターについて御説明い

たします。資料の39ページをお開きください。

１の設立等についてでございますが、センタ

ーの内水面におきます漁業及び養殖業の振興、

水産動植物の保護培養等を目的に平成６年11月

１日に設立されております。

センターの主な事業は、ウナギ養殖いわゆる

養鰻に必要なウナギの稚魚の採捕・供給事業、

内水面における漁業秩序の維持に関する事業及

び内水面振興事業となっております。

出資金につきましては、総額3,000万円のう

ち、５割の1,500万円を県が出資しております。

この県の出資の経緯でございますが、ウナギの

稚魚につきましては、県の規則によりまして採

捕が禁止されており、養殖用種苗の供給等に

限って、知事が採捕を許可しております。しか

しながら、センターが設立される以前は、暴力

団によりますウナギ稚魚の密漁等が横行してお

り、適正な種苗の供給が阻害されたこと等によ

り、多くの養鰻業者が倒産・廃業に追い込まれ

る状況にありました。このような中、県、海上

保安部、県警本部、養鰻業者、採捕業者、流通

業者、学識経験者等で構成されます「宮崎県シ

ラスウナギ採捕適正化検討委員会」におきまし

て、信頼し得る組織による直接的な採捕供給事

業の実施が必要であるとの意見が出されまし

た。これを受けまして、県等の出資により、同

センターが設立されたものでございます。

次に、２の組織についてでございますが、役

員は理事16名、監事２名の18名で、うち理事長

と専務理事各１名が県職員のＯＢであり、常勤

の役員となっております。非常勤の役員につき

ましては、理事14名中３名、監事２名中１名が

県職員となっております。また、常勤職員数

は11名でございますが、うち事務局長と警備振

興対策監の２名が県職員となっております。

続きまして40ページをごらんください。

常勤職員の年収額につきましては、平成20年

度の実績としまして、１人当たり566万5,000円

であります。これは県ＯＢ２名の平均となって

おります。

次に、３の事業の概要でございます。

まず、県からの財政支出の状況でございます

が、平成20年度は補助金、委託料、貸付金合わ

せまして２億8,363万円余となっております。こ

の貸付金につきましては、毎年、年度初めに貸

し付け、年度末に償還がなされております。

平成20年度事業実績につきましては、記載の

とおりとなっております。

続いて、41ページの財務状況でございます

が、時間の制約がございますので、細かい数字

の説明は省略させていただきますが、内容とし

ましては、種苗の採捕販売事業については黒字

で運営されておりまして、その黒字を正味財産

赤字額の圧縮及び借入金の返済に充てて財務の

改善を行っているという内容となっておりま



- 35 -

す。

次に、44ページに飛ばせていただきます。

５の公社等改革の状況でございます。

まず、初めに取組み等についてでございま

す。①の財務の改善ですが、暴力団等によりま

す妨害行為に備えて多額の支出をしたこと、採

捕収入が計画を割り込んでしまったことなどに

よりまして、センターの設立後４年間で５億700

万円に及ぶ累積債務が生じました。このため、

平成11年度から経営改善計画を策定しまして、

またさらに平成19年度からは県の公社等改革指

針とも連動させまして経営改善を進めてまいり

ました。その結果、下のグラフに示しておりま

すとおり、正味財産赤字額につきましては、順

調に解消しまして、平成20年度には約3,000万円

にまで圧縮しております。ちなみに、累積債務

につきましては、平成20年度末におきまして１

億6,000万円となっております。なおまた、平成

８年度には24名おりました職員数を現在11名と

ピーク時の約半数にまで削減するなど、経費節

減等の観点から組織の見直しも行ってきており

ます。

次に、②の県の財政支出の見直しですが、効

率的な事業実施に努めてきました結果、補助委

託事業費は、平成20年度、9,363万円とピーク時

の平成11年度に比べまして、約54％に削減して

おります。

次に、③の県の人的支援の見直しについてで

ございますが、県職員の派遣数につきまして

は、必要最小限度にとどめていると考えており

ます。現在、職員につきましては、県警からの

出向者も含めて２名、常勤役員では当初の３名

から２名に削減し、また、その内容につきまし

ても、現役職員からＯＢへの切りかえを行って

きているところでございます。

次に、45ページをごらんください。

今後の方向性についてでございます。

①のセンター事業の方向についてでございま

すが、当センターが県内養鰻業者への種苗の安

定供給はもとより、約850名に及びますウナギ種

苗の特別採捕許可者が安心して採捕できる環境

づくりですとか、暴力団等の資金源断絶などに

大きく貢献しております。しかしながら、セン

ターが採捕及び密漁監視を行っておりません河

川につきましては、依然として暴力団等が関与

した密漁や不正流通が確認されておりまして、

仮にセンターが事業を継続しなければ、大淀川

及び一ツ瀬川等におきましても、センター設立

以前のように、暴力団等による密漁や不正流通

が増加する、横行する状況に戻ってしまうもの

と考えております。このため、今後とも、セン

ターを存続させますとともに、ウナギ稚魚の安

定供給と違法採捕の防止に関する事業を中心に

活動を継続していく必要があると考えておりま

す。

次に、②の財務の改善でございますが、現

在、経営改善の途上ということでございますの

で、まずは正味財産赤字の解消と借入金の完済

に重点を置くということ等を考えております。

そのため、採捕事業によります余剰金の使途に

つきましては、正味財産赤字の解消及び借入金

の返済に充当してまいることとしております。

最後に、③の県の関与についてでございま

す。センターとしては、以前より県農政水産部

では、職員に特別司法警察員という資格を付与

しまして、県警等と連携しながらシラスウナギ

稚魚の密漁取り締まりを実施してまいりまし

た。しかしながら、密漁が組織化・巧妙化する

中で、それまでの取り締まり機関による取り締

まりのみでは密漁の根絶は困難と判断しまし
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て、大淀川及び一ツ瀬川等におきます巡回監視

による密漁防止等、行政補完的業務につきまし

て、センターに委託し、効果的な密漁防止や適

正な流通の確保を図ってまいりました。その結

果、非常に有効な成果を上げておりまして、今

後もセンターを組み入れた監視体制の継続が必

要であると考えているところでございますけれ

ども、財政面での関与等、県の関与につきまし

ては、センターの業務や組織のあり方ともに、

今後さらに検討してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○丸山委員長 説明は終わりました。質疑等が

ありましたら、御発言をお願いいたします。な

お、１法人ずつ質疑を進めたいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。

まず、農業振興公社についての質疑をお願い

いたします。

○髙橋委員 先ほどの説明で退職給付引当金の

不足をおっしゃっていましたけれども、今後、

退職予定者が何人で、どのぐらい不足している

ということがわかれば教えてください。

○山内連携推進室長 退職積立金につきまして

は、現在、プロパー職員が９名おりますけれど

も、平成25年にはプロパー職員は４名になる見

込みでございます。ですから、５名がそういっ

た基準であります。現在、要積立額の基準で見

ますと、既に積み立てております金額が4,034万

円余になっておりまして、要積立額が１億9,100

万円余でありますので、21％という水準でござ

います。

○髙橋委員 今後、その積み立ての見込みとい

うのはどうされるのですか。

○山内連携推進室長 積立見込みにつきまして

は、今年度等につきましても、資金のいろんな

運用等で3,850万円余の黒字等を計上しておりま

すので、こういった農地保有合理化事業とかあ

るいは畜産環境整備事業等の事業量を確保する

とともに、資金運用の中で適切に積み立ててい

きたいというふうに考えております。

○鳥飼委員 関連しまして、退職積立金につい

て今御説明があったんですけど、今度の当初の

補正でも、農商工連携で５億の予算とか、結構

かなり公社に予算が、業務の割り当てがあって

いると思うのですね。だから、県全体として

は、県としては、この農業振興公社を今後どう

しようとしておられるのかなと、前から、当初

の補正がこの間６月議会で出されたときから

思っているんですけれども、そこの議論は「公

社のあり方プロジェクトチーム」とかいろいろ

今後の方向性とかも出ているようなんですけれ

ども、あわせて議論をしていくべきではないか

なというような感じがするんですけれども、率

直なところ、いかがでしょうかね。

○山内連携推進室長 公社につきましては、19

年に農業後継者育成基金協会と統合いたしまし

て、改革指針に基づい統合したわけですけれど

も、そういうことでいわゆる担い手と農地のワ

ンストップという機能で強化されたところで

す。今後、経営改善計画の見直しの中でも、こ

の統合効果というのを引き出していきながら、

農地と担い手の中核部門としてやっていきたい

と。それから、先ほど今回の受託事業廃止にか

わりまして、新農業支援課ということで農商工

連携のコーディネート活動も強化していこうと

いうことであります。ちなみに説明を補足いた

しますと、経済産業省の地域力連携拠点という

のは、全国で350カ所ございまして、その中でも

農業の支援機関分野でこういった取り組みを

持っているというのは全国的にも珍しいのでは
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ないかなと思っております。そういった農商工

連携支援の機能強化を、農業振興公社が行う農

地保有合理化事業という農地対策等の連携効果

をねらいまして、進めていこうというふうに

思っております。そういった関連で、御案内の

６月補正の５億円の基金事業につきましても、

公社が他産業からの農業参入支援とかいったよ

うなものを、この新農業支援課の業務活動と農

地対策と連携しながら、効果的に進めていくよ

という趣旨で基金を積むことにしておりまし

て、そういったことが担い手と農地、そして農

商工連携という３本柱での機能強化を公社の今

後の事業展開で進めていくのではないかと、そ

の辺のところをあり方検討の中にも打ち出して

いるところであります。

○鳥飼委員 大体わかりましたけれども、トー

タルで13億5,000万ですから、かなりの予算です

よね。それから、公社等改革ということで、す

べて縮小とかいろいろしていけばいいというこ

とではなくて、本当は直営でやるべきことを公

社に任せているというのは語弊がありますけれ

ども、公社でやってくれよということになって

いるだろうと思うものですから、一方ではプロ

パーをなくしていくというようなこともやりな

がら、実質県庁職員の派遣で何とかしのいでい

るような感じもしないでもないものですから、

それをあわせて、今後、抜本的な議論も含めて

検討していただきたいということで、答弁は要

りませんけれども、よろしくお願いしたいと思

います。

○福田委員 農業開発機械公社ということで最

初スタートして、当時は農業機械が不足してほ

とんど農家にない時代でしたから、大きな役割

を担って、宮崎県の農業振興に貢献があったと

思いますが、その後、やっぱり衣がえする時期

を失したなと私は思っているんですよ。もう少

し早く衣がえをしておればよかったなと思いま

して、今やっておられますいろんな合併後の新

規事業は、時宜を得たものだと私は考えていま

す。現場におりましてね。特に畜産施設部門の

受託されての用地の整備から畜舎の建設まで、

なかなか時宜を得たものだと思いますし、公的

機関がやりますから、畜産公害等に対する周辺

の皆さん方の抵抗も少ない、こういうふうに見

ているんですが、問題は、こういう事業がずっ

と継続してあればいいんですが、残念ながら縮

小の方向ですね。でありますから、数多くのい

ろんな農業関連の支援組織、公社とかいろんな

組織があるんですが、もう一回、農政水産部全

体で見直しをして、機能は残して、組織は一体

化・スリム化する方向で、さっき午前中、畜産

の組織がございましたね。ああいう方向でやっ

ていかないと、先がちょっと厳しいなという感

じがいたすわけでございますが、農水部長はい

かがお考えでございますか。

○伊藤農政水産部長 農業振興公社も、今お話

がございましたように、どっちかといいます

と、従来は圃場整備やったりと受託事業を中心

にやってきました。議会のほうからもいろいろ

御指摘を受けて、民業圧迫というところあたり

を考慮しながら、受託事業を20年度で廃止とい

うことで、じゃ、どう展開するかということで

いろいろと見直し等もされてまいりました。基

本的には合理化事業あたりを中心にということ

でありますが、この設立の今の現段階の目的に

ありますように、規模拡大、担い手育成、それ

から耕作放棄地の解消とか、まさに今農政の根

幹にかかわる部分を農業振興公社が担いつつあ

る、あるいは、午前中申し上げましたように、

いろんな事業がまさに国の事業等を含め、農業
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振興公社なり、こういう団体に集中化しつつあ

るというところでございます。農商工連携の取

り組みも新たにここに新農業支援課という形で

県の職員も派遣しながら、体制整備も図ってお

るということでございます。だから、時代とと

ともに変わっているわけですが、必要な部分は

きちっと、やはり機能強化をしながら、最終的

に農家のメリットに、施策の効果につながるよ

うな形での取り組みとして位置づけ、今後と

も、見直すところを見直していきたいというふ

うに考えております。ただ、ほかの法人あたり

との統廃合、ここは農業後継者育成基金と一緒

にしました。あと、もう一つ考えておりますの

は、農業会議あたりをまたこっちにワンフロア

化あたりもまた含めて、いろいろと検討も進め

ておるという状況でございまして、できるだけ

そういう効率化・一元化もしながら、また機能

の強化も図っていけたらというふうに考えてお

ります。

○福田委員 必要な機能あるいは役割というの

は残るわけでございますが、残念ながら相手が

縮小しますから、この組織がそのまま残ること

によって、受益者の負担にならないように、新

興公社が一枚かむことによって、コスト増にな

らないように、そういう配慮をしながら、これ

からの組織の運営を図っていただきたいと。役

割は認めているわけですから、お願いをしてお

きたいと思います。

○十屋委員 26ページの常勤役員の報酬額とい

うところでいただいた資料によりますと、県派

遣役員の給与の部分と別表第３条、９ページ、

理事長、副理事長、常任理事、その額的なもの

が違うと思うのですけど、これは先ほどの説明

では813万1,000円は３名の平均給与ということ

で言われていましたが、これはそのとおり給与

規程のままと受け取ってよろしいんですか。第

５条。だから、これだけの金額になっているの

と、９ページの別表３との違い。

○山内連携推進室長 まず、26ページのこれ

は20年度の年額の実績でございます。１人当た

り813万1,000円といいますのは、内訳を申し上

げますと、理事長は県ＯＢで532万5,000円であ

ります。副理事長は、当時は県派遣職員でござ

いまして981万7,000円、常務理事につきまして

は、同じく県派遣職員で925万2,000円、その平

均で813万1,000円となっております。それか

ら、お手元の行財政改革特別委員会資料の役員

名簿、役員報酬規程のところでございますけれ

ども、これの９ページ、これが報酬月額でこの

規程で、ＯＢの場合はこれで出す。ですから、

先ほど申し上げましたけれども、理事長はこ

の35万5,000円の15カ月分ということで先ほどの

数字になろうかと思います。なお、当時20年度

は県派遣職員でございまして、それにつきまし

ては、規程の７ページに戻っていただきまし

て、これの第５条に県派遣役員の給与について

は、職員の給与に関する条例、県職員に適用さ

れる諸規定を適用するということでございまし

て、現役の県派遣職員でしたからその数字に

なったということであります。

○十屋委員 ということは、ＯＢはそのまま該

当するのですが、県派遣職員の場合ではない時

期というのか、20年度はこういうことだったん

でしょうけど、それは19年、18年の中で、21年

も含めてでもいいですが、県派遣職員が副理事

長、常務理事にならなかった時期はあるんです

かね。

○山内連携推進室長 今年度を例にとります

と、理事長が県ＯＢで、この月額が35万5,000円

掛ける15カ月分です。それから、常務理事につ
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きましても、県ＯＢという形でございまして、

報酬月額の常務理事28万5,000円掛ける15カ月分

で427万5,000円となっております。

○十屋委員 21年はわかりました。18年の前の

分については、やっぱり県職員の関与という視

点で先ほどもいろいろ議論が出ていますが、そ

ういう形でずっと来られたというふうに理解し

てよろしいですか。

○山内連携推進室長 手元の中で直近で言いま

すと、例えば、平成19年は常勤役員３名のう

ち、県派遣が２名で県ＯＢが１名でございまし

た。平成14年から18年までは、常勤役員がそれ

ぞれ３名から２名のうち、すべて県派遣でござ

いました。その前は県ＯＢであった時期もあり

ます。年次によって違っております。

○十屋委員 今後の方向性として、プロパー職

員を核として適正な職員配置ということで、そ

ういう部分と、先ほどからちょっと話があるよ

うに、県の部としての担わなければいけない仕

事、そことのバランスが出てくるんだと思うの

ですね。先ほど午前中に部長が言われましたよ

うに、そのあたりも十分、本当に公的にやらな

ければいけないところと、それとこういう振興

公社、やらなければいけない仕事の仕分けをき

ちんとされるべきかなと。そう思って、関係を

踏まえてお聞きしたんですけれども、今後の方

向性としては、よりプロパー職員のほうに移っ

ていくというふうに理解してよろしいんです

か。

○山内連携推進室長 公社の場合は、農地の売

買とか、今後他産業から農業参入を希望するよ

うな企業等との仲介・コーディネートとか、そ

ういった意味合いでは高い専門性が求められる

事業を支えるプロパー職員の確保というのは、

今後とも公社の最重要課題というふうに考えて

おります。ただ、先ほど申し上げましたよう

に、25年度の中で４名という現状がございます

が、そういったことを踏まえつつ、職員の世代

交代と職員の年齢構成がバランスがとれるよう

に、そういったことも頭に置きながら、プロパ

ー職員の確保というのは図っていくべきだとい

うふうに思っております。

○徳重委員 耕作放棄地の再生整備事業が187地

区されているようですが、これは面積はどれぐ

らいでしょうか。

○山内連携推進室長 75.6ヘクタールです。

○徳重委員 この75.6ヘクタール、再生利用で

きるような形にして、これはどこかに貸し付け

るというか、どういう形になるんですかね。

○山内連携推進室長 この耕作放棄地事業は、

昨年国の緊急対策で10分の10の定額助成で実施

された事業でございまして、事業の仕組みとし

ましては、県の「担い手育成総合支援協議会」

というのがございますが、そこに国から助成金

が来まして、それを協議会の構成員であります

公社が委託を受けて実施したものであります。

現状の仕組みとしましては、現在耕作放棄地の

現状にあるところを公社が再整備しまして、次

に利用権設定を受けて、使う担い手がその農地

を活用するという形になっております。

○丸山委員長 休憩します。

午後２時03分休憩

午後２時03分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。ほかにご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 続きまして、土地改良事業団体

連合会をお願いします。

土地改良についてなんですけれども、ピーク
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時からすれば、かなり事業費も公共工事が落ち

てきておりますので、この資料34ページにあり

ますとおり、設計委託業務、かなり委託業務も

縮減されてきているのではないかなと思ってい

るんですが、これは受けているプロパー職員が

やっている大きな事業になっているというふう

にも認識しているんですけれども、今後、全体

の圃場整備等の受託事業が減っていく可能性が

高いというふうに思っているので、今後のプロ

パー職員等の人事配置なり県職員の配置をどう

考えているのかをお伺いしたいと思います。

○西農村整備課長 ただいま御指摘がありまし

たように、県のほうの予算的にも非常に財政改

革等の関係で予算も縮減されておりまして、そ

れに伴いまして委託料のほうも同じように縮減

されてきております。先ほど、補助事業の中で

も御説明しましたように、近年では農地・水・

環境保全向上対策事業とか、水土里情報利活用

促進事業あるいは食の安全・安心確保基盤整備

事業というような新しい事業も出てきておりま

す。これにつきましては、国の補助事業という

ことで、直接県土連のほうに補助としていって

るような内容でございまして、今後、これらの

新しい事業を含めまして、受託等の減少もあわ

せまして、今後の組織運営についてそういう新

しい事業体制も含めまして、今後検討していく

必要があろうかというふうに考えております。

○丸山委員長 この設計委託業務に関しては、

県土整備部にも話をしたんですが、総合的に公

共工事が減ってきていると。こういったものは

県土整備部の推進機構さん、土改連さん、同じ

ような設計業務をやっているということで、か

といって、反面、検査業務に関しては公共３部

が一緒にチームをつくってやっているというこ

とがありますので、いずれは、内容が違うのか

もしれませんけれども、設計委託業務というの

は恐らく予定価格の問題がありますので、守秘

義務が非常に高い業務だと思っておりますの

で、なかなかこれは外注できない業務であろう

というふうに思っておりますけれども、今後、

全体に公共工事が少なくなっていくことを考え

ますと、３部局統合ということも視野に入れざ

るを得ない時期も来るんじゃないかと思ってお

りますけれども、その辺の考え方をお伺いした

いと思います。

○西農村整備課長 県の内部組織としまして

は、昨年度に工事検査課ということで公共３部

で持っております検査部門、そういうものが統

合されております。各部で検査部門は統合しま

して、品質確保していかなければいけないとい

うような観点から、そういう検査部門が統合に

つながったんじゃないかというふうに考えてお

ります。設計のそれぞれの団体の委託につきま

しては、予算の減少等で縮減傾向にあろうかと

思いますけれども、先ほども申し述べましたよ

うに、国のほうの新しい事業制度、そういうも

のも出てきておりますので、そういうものを含

めましてトータル的に検討していきたいという

ふうに考えております。以上でございます。

○丸山委員長 今、国から直接とかいうこと

で、県の関与がだんだん先ほどの畜産と一緒

で、直接事業が入ってくると。どういう意義が

あってくるのかというのが、県のかかわり方が

非常に問われつつあるのではないかなというふ

うに思っておりますので、今後とも十分な改革

なり議論をしっかりしていただきたいなと思っ

ております。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ内水面振興センターに
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移ります。質疑をお願いします。

○福田委員 内水面振興センターは、当時、水

産庁から出向してました佐藤さんという課長が

立ち上げたと思っておりますが、当時は県内に

たくさんウナギ、宮崎県のウナギは稲転事業か

らスタートしたんですね。稲作の転作から、水

田ですから。これはみんな忘れられているんで

すが、参加農家が多かったのですが、それで専

門農協もつくられました。養鰻漁業協同組合。

それが最近倒産といいますか解散をしたという

ことが新聞に報じられまして、当時、定款づく

りのお手伝いをした私なんか非常に残念に思っ

ているんですが、そこで、今、ウナギの流通を

担っているのは、比較的県内では大手の問屋３

軒か４軒だと思うのですね。かつては農家が養

鰻家でございましたから、力が弱かったのです

が、今は非常に資本力を持った年商100億近く扱

うような方もいらっしゃるということで、随分

振興センターの役割が変わってきたのかな、こ

こに書いてあるように、いわゆる不法秩序を取

り締まるのに当時は暴力団対策ということを担

当課長はおっしゃっていましたが―に主眼が

置いてきているのかなというふうに考えており

ます。そこで、昨年392キロの採捕量ですね。こ

れは県内の養殖場に入りました池入れのシラス

のどれぐらいのパーセンテージになりましょう

か。

○鹿田水産政策課長 平成20年度のセンターの

採捕量は392キロですが、県内の池入れ実績の10

％になっております。25％が県内の一般採捕許

可を持っているその他の採捕者からの供給と

なっております。ですから、県内供給が全体の

３割程度、35％程度ということでございます。

以上でございます。

○福田委員 そうしますと、大体4,000キロぐら

いが本県の池に入ったと、それの35％が県内で

採捕されたシラスだと。あとは県外とか国外か

ら入っている、そういうふうに理解していいん

ですか。

○鹿田水産政策課長 はい、そのとおりでござ

います。

○福田委員 私も、設立当初、この内水面振興

センターの役割は非常に大きいというふうに評

価をしておったのですが、余りにも経費をたく

さん必要とするものですから、驚いておりまし

て、さらに養鰻家が脱落をしていって廃業、そ

して継続している人もほとんど大きい問屋の傘

下に入っていったということになりましたか

ら、内容を変えていく必要があるんじゃないか

なという気もしているのですが、その辺はどの

ようにお考えですか。

○鹿田水産政策課長 現在、県内43の養鰻業者

がおります。その多くが家族経営体になってお

りまして、確かに出荷ですとか、流通面で大手

の問屋さんの系列に分かれる業者さんもおりま

す。ただ、ほかの県に比べまして、宮崎県の養

鰻業者は規模が必ずしも大きくはないというこ

とで、ほかの県を見ますと、相当経営体が減少

しておりまして、規模を拡大して残っている方

がいると。他については廃業しているという状

況ですので、本県については、センターが設置

されまして、本県でとれたシラスウナギを安定

的に供給してきた。資本力が余りない業者さん

でも適正な価格でシラスウナギの種苗を確保す

ることができたということで、これだけの経営

体が残っているというふうに考えております。

輸入種苗とか県外産種苗の供給におきます問

屋大手の企業の役割というものも大きいかと思

うのですが、３割以上が県内産で賄われている

ことを私どもとしては評価していいと思いま
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す。

○福田委員 役割は高く評価をしておりますか

ら、現在と同じ金額なり助成等が継続できるも

のかどうかということを私は一番心配している

んですよ。この役割は高く評価している。それ

で、今他県の状況が出ましたが、本県は３位と

か４位とか生産量が言われておりますが、鹿児

島とか静岡、愛知、高知あたりが日本の国内産

ウナギの主産地でありますが、その辺はどうい

う方式で種苗の確保に行政が関与しているので

しょうか。

○鹿田水産政策課長 一般に制度の枠組み自体

は本県と同じでございまして、原則採捕を禁止

しまして、特定の者に対して採捕の許可を一定

期間許しているということでございます。た

だ、その採捕された種苗、ウナギの稚魚の流通

につきましては、県によって若干差があるよう

でして、例えば愛知県などでございますと、養

鰻業者と契約を結びまして、決まった養鰻業者

に供給するような形をとっておるようです。た

だ、各県具体的にどのような流通……。

○福田委員 そうじゃないんですよ。本県と同

じような内水面振興センター方式をとっておら

れますかということを聞いたんです。

○鹿田水産政策課長 失礼しました。このよう

なセンターを設置しているのは当県のみであり

ます。といいますのは、直接暴力団等が組織的

に採捕・流通販売に関与しているというのが非

常に特殊な事例であったということだと思いま

す。

○福田委員 従前どおり、県の主導でこの内水

面振興センターについては維持運営をしていく

と、こういうふうに確認していいんですね。

○鹿田水産政策課長 現在の債務もまだ大きい

という状況もございますので、その債務の解消

まで努めながら、今後のあり方を検討していき

たいと思っております。

○武井副委員長 御質問いたします。この人員

の中で県の職員とか県のＯＢの派遣がある、こ

の中で警察の関係は何人ぐらい、県の知事部局

が何人で警察が何人という内訳があればお聞か

せください。

○鹿田水産政策課長 現職の県職員２名が職員

としておりますけれども、そのうち１名が現職

の県警本部からの出向者でございます。残りが

知事部局からの出向ということになっておりま

す。

○武井副委員長 あと、44ページの財務の改善

のことで、４年間で５億700万に及ぶ云々という

ことで、ずっと赤字が削減されてくるんです

が、ものすごいペースで赤字が削減されてきて

いるわけなんですが、これ単に経費の節減と

か、効率的な業務の観点といったようなもので

削減できる金額なのかなという感じがいたすの

ですが、具体的に例えばどういったようなこと

でこれだけの債務を削減してきたと、大きな抜

本的な人員削減というのはあったようですけれ

ども、それ以外に何か資産を売るとか、そう

いった抜本的な手当てがあったりしたのか、伺

います。

○鹿田水産政策課長 原資は採捕事業ですの

で、シラスウナギを採捕して、その販売した利

潤といいますか、余剰金で返済していくという

ことです。返済につきましては、経営改善計画

を立てておりまして、毎年2,000万円ずつ累積赤

字を減らしていくという基本計画がございま

す。若干その計画を上回るペースで返済はでき

ておりますけれども、それにつきましては、安

定的に採捕ができてきたこと、量的には計画を

下回っておりますけれども、例年、毎年計画的
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に採捕・販売ができたということが一番大きい

かと思います。以上です。

○武井副委員長 わかりました。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 ないようですので、以上で農政

水産部の概要説明を終わらせていただきます。

農政水産部の皆さん、退席されて結構でござい

ます。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時20分休憩

午後２時22分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。

次に、次回の委員会についてであります。

今回までの委員会では、個別の公社等につい

て執行部等から説明を聴取したわけであります

けれども、すべての公社等の課題や問題点につ

いて調査をするというのは、実質的に、時間的

に見てかなり厳しいのではないのかなというふ

うに私は思っているところであります。そこ

で、次の委員会からは、これらの公社等につい

て、大きく、こういうふうにしなさいというの

か、もしくは、これまで平成15年にもこういう

公社等の改革をやったのですが、そのときには

ある程度の公社だけという形でやったんですけ

れども、公社以外のほかの団体等もかなりある

ということも理解できたと思っておりますの

で、そういうところがすべて今後議会として

チェック機能が強化できるようなシステムづく

りとか、そういった方向にできれば協議も進め

ていけばおもしろいのじゃないかというふうに

思っておりますけれども、今後の委員会につい

て、どういうふうに進めていったらいいかを御

協議していただければありがたいと思います。

御意見を賜りたいと思います。

○十屋委員 １個１個は無理だと思うので、

やっぱり趣旨に沿った分とトータルで議会とし

てはこういうふうにしたほうがいいのではない

かという形で進めていただければというふうに

私は思います。

○福田委員 執行部が何か問題意識を持ってい

るところはちゃんと書いてますよね。その辺を

ピックアップして絞らんとしようがないでしょ

う。問題がないところはあえてつつく必要はな

いし。

○丸山委員長 私の思い的には、多分今回呼ん

だところ以外にも問題があるのかもしれないと

いうことでありますので、それを議会としてこ

としだけ細かくチェックかけても意味がない

と。継続的に行政改革なりをしていく。必要な

ものは残していきますよというような形にすべ

きではないのかなという思いがあるものですか

ら、１つだけ、どれかだけというのは、今回い

ろいろ見させてもらいましたけれども、大きな

流れ的なことは言えるかなと思いますけれど

も、今後とも議会として今のルールでいきます

と、50％以上出資している団体については、議

会のほうに報告なりをしてもらっているので、

それ以上のチェック機能の強化も私はすべきで

はないのかなというふうに思っているものです

から、そういう方向で、どういう形でチェック

できるのかを協議していく場に移りたいなとい

うふうに思っておるのですが。

○井上委員 政策的に見た場合、県の政策的な

ものを見た場合に、公社だったり、先ほどのよ

うな社団法人であったり、いろんなところに

も、県の施策そのものを、正直に申し上げて丸
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投げしたみたいな、だから結局こっちの方は縮

められないんですね。具体的にやってらっしゃ

るし、直接そこに県民の人がいるということな

ので、そこを削ったり切ったりというのはでき

ないということなんだけど、そこのところの整

理は、ちょっと私、この前の例えば出先、土木

事務所の出先のときにも本当に感じるんですけ

れども、本庁と余りにも出先とのあれが、出先

は削ろう削ろうとするけど、本庁のほうには手

をつけていないので、そこの関係性が私もよく

わからないんですよね。だから、削れというと

きにそこのところだけを公社を見たり、社団法

人を見たりというふうになると、でも、実際は

そこが一番仕事をしていたり、いろんな意味で

本来はそこに政策的なあれが入らないといけな

いところに入らずに、そこに任せているという

ことなんですよね。だから、もう少し、話を聞

けば聞くほど、そういうところだけを見ていて

いいのだろうかなという思いはちょっとするん

ですよね。相対的に余りにも政策の丸投げが多

いというのはちょっと感じますね。

○星原委員 特別委員会は特別委員会で、本当

に今回いろいろ説明を受けていて、時代が必要

とした時代のものであって、今そこまでは要求

していないけれども、それぞれ組織として人が

動いているわけで、それをカットするにはなか

なか厳しいなと。きょうでも説明の一つの中

に、農商工連携の今度新しく出てくると、そう

いったものを今度はそこにさせるみたいなこと

でまた継続していくんだなと見ているわけで、

だから、そういうとこを今井上委員も言ったけ

れども、そういうところを一生懸命仕事をして

いるのは逆にそこかもしれないんだけれども、

そこに目がいきそうな感じになっているわけよ

ね。その辺の感覚をどうとらえて、今まで50％

以上というのをもうちょっと厳しい目でそこま

でしていく方法を大くくりの中で見るのか、本

当に必要なものと不必要なものは本課の中で取

り組んでいくのか、その辺のとこに一回協議

を、きょうは時間がないので、その辺の協議を

する時間をとってやらんといかんのじゃないか

なと思うのですよね。

○丸山委員長 ただいまいただきました御意見

を踏まえながら、一応次回の委員会に関して

は、正副委員長に御一任いただいて、その場で

協議したりとか、行政経営課等がいろいろな形

を考えているかもしれませんので、今まで協議

したことを踏まえて、次の委員会には今までい

ただいた御意見を踏まえながら、正副委員長に

一任いただいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 ではそのようにいたします。

次に、協議事項の２ですが、県外調査につい

てであります。９月定例県議会の開会中に開催

される次の委員会から、余り時間を置かずに県

外調査が実施されることから、今回あらかじめ

皆さんの御意見を賜りたいと思います。

調査先などにつきまして御要望等がありまし

たら、御意見をお願いします。

〔「一任」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 正副委員長一任ということでよ

ろしくお願いします。ありがとうございます。

最後になりますが、その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 では、次の委員会の活動は８月

６日からの県南調査になります。９時20分に県

議会集合となっておりますので、よろしくお願

いいたします。

なお、次の委員会は、９月下旬、事務局案で

は９月30日に予定しておりますので、よろしく
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お願いします。

以上で委員会を終了します。

午後２時29分閉会


